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請求    ■  ■      ‐       ■
―
‐| |

!十■(1)被暮井本豊!(以下 「荻■鼻本iといネ)1志!と
'蒼
卓 (以下単に 1県」と

■晩)品チ!妹2とゴあ方10品1京本!れたキ|:義ュtと。
|‐lf叩↑‐骨=千育そますゃ機揮審,1壇1義≧|l12)被 告佐賀県知事古サ|1康(以下十

■十筆建毒車|■=‐:たれから|■幸‐毒ⅢとⅢヽ■捧商

・ 1請 求   ‐  ■  ‐  ■ |■■

Ⅲ Ⅲ 集:経軽言空芳イ‐ 111午 ′1炉?slか ら支払済みま土
1     ‐          !

(2)被告知事が,県の手成7年度をいく平成o年度からキ歳9年度まそのなと

1誓薙躍垂拝廷獲幸丸れわれ
克繁

1 1 ‐   | | | |    !  l  i

l‐1イ?19?P ttri早が存字讐4Tみ会社|
| ‐―|に亭■支甲ヒ||←争知り,4が身!1土平手法手中に?ャヽて,客写擁―ツエス会
■ド社に対する不当示い 返遅請求権及び土評導考幕串!|ついて違法に輩害権曝を

|  |    ―    :

― ■行年レなっヽっ■被=非本 (当時の佐賀県知事)fに対する損害賠償請求権あ行
1  使 を亭?てャるヽ亨栄が違法下みる手とを確認するす!||    十

第2!事 案の概要      ,      |  ‐  ‐       ‐

1 事 案の要旨         千  '    ■

〔1)本 件は,県 の住民である原害らが,県 ?平成も年度～平成0年度の複圭機

ノース会社に対する複写機使用料に係る支出の■部6億 4438万 6006
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十円が複写機年用料名下に水増しされ,

li‐法 (平成 14年 法律第4号による攻

|12条め2第1事4号に基づき,■県に十
‐ ‐       ■          |‐  | | |‐

‐1井 容 に対 し,1埠章賠償請求 (94‐':

!||1停241?ア 4009円 及びこれに'

||,|1分 つ害J合,|よる達走損害李ら,

||つ?茅1119■に奉つき,被告打事‐i【
十
                          1

却 申 卓
|■賠償請求権の行使を怠る事実の違法お

1'事 件でゎりす平成も年度～キ歳 0均

|1争対象に,■のが■号事件である。)‐

(2▼1考栗前の第1審は,4■事件来ぴ―:号事4(努 十"=(,本 体市事件1

■"わ 蘇る各訴え備オホ本芋奉‐IⅢおま々―1車|lt
■ |す|ヽ|1芋 ギー字■ ||||〒 Ⅲ ⅢⅢⅢ Ⅲ請本→対ネ→1走

| 々 欠き,かつ■法242条 2項本干?智甲坪や!予?ヤ|==章 腎々|“14VI
■ と判断して;平残11年 11月 26日 ■記茅|々ヤ|ずれ キヽ!下,っ |つ押
!    ‐      ‐

 ‐       i “

1 本を言ヤ)婆レ||!  ―   !11 .| 11    1!‐ |‐

れこ対 ,本  両 事件 原 告  ヽ ずれ 控 訴 そ     !差 戻

十 P_L訴審 (福岡高等裁判所平成11年 9第 4‐2と.43号 )は ,本 件各訴えの

前提となる本件監査請求は請求の対象の特定 外々いてぃると判野レて;子
~成
ュ?年 7月 18日 及び同年11月 30日 いずれ?控 訴も棄却するFめ 半!

決を言い渡したる    t         ― ■

字   。

●
 |   ふ  '
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ウ これに対し,本件商事件の原告“が上告及び1宇幸琴?申立十11tた|

■ ころ,ヤ最高裁判所 (向裁判所平成

| 116号)は1本件各読えの前提とな
| ―■     ‐

 ‐
t  t  l  ! 1    ‐ _  ‐

|| ‐ けるところはないと半J断して,平)
i     l    l   l              t

ll!―Ⅲ草チ美|,‐
・
本件章李帝求カミ■21

11■ヤ‐'本■||14111
■lr,十lfキ宇宇そドiさ|～

111■坪お月19‐lt原半I決|(差東前め第:窪
■:         !   |!

||十1京す亨々ヤ本1評ヤ|1守‐lil立てか|なく!.向半」決は確走じた1‐       ・
|‐ ‐‐‐■!―■|■

‐   |   |   | ‐
 i l  l  l 1 1 1  ‐

 i

!(,!|1半審十J所!=1毒房前っ主たる争|ギコ
‐|て特定されているか否か,②本件|
1通にういて=当な空由があるか春力`い‐
1族‐舜南‐詐義務満族に続され1年 中寺→ぢ:条:=1豹■|      十

1     - ! l    i t i           l

llFilつ・杏年平李芋ギーは適|千→4ぜ法々詩李芋本1準1本|1芋||―
||―午‐界子李〒杏評亭‐|?呼係で'|口々下,|すなぉ■夜|ら忘1当善|→ヤヽ十1‐
! ―主義監会請求に関する本案前の=張 を駆回した。 十

・   十
 .|111

?1争ヤt?`4ヤ】事実等1    1  ・  !    ― ‐ |‐_‐ ‐ |■‐■|.■

!球下?事 実は,単 事者間に争いがないか)‐括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣

音にェリ容易に認めることができる。          i   l l  il !

(1' 1当事者   |

ア 原 告らは,い ずれも県の住民である (争いがない)。なお,原 告らの下
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1 部 ':!地方公共甲容?公正な公金支中?昨保守を
!目
的|▼て結成された団

体である"民オィブイマシ連絡会議f佐質 (以下f市民オンブズヤン」と

Ⅲ うヽ。)に所属してしヽる (弁論の全趣旨)。    l       i l
!   !           ‐  t r  i ‐ |  ｀

     1   ‐   ‐      ! ! |  |   ‐ ・         ―

‐ィ 客宇
井
李!まⅢ子牢
3午
1母11早干呼|。午、十

押|ドで1県知事?甲呼脅?
|“者である (平成-11午4月まで!子?ヤヽ下い,頭著な事実,そ

|の
余!=争r

l■で,Tりi■■||||■|||■||||―|||||||
| ■

t l ■

‐

| ■
■

■ ! l i ■■
1

ミツ,ャT株本会社‐1(以下「佐算,|■I

II∵?ギ,tlず弓lfl14‐Frl合|り下■=ヤと考■十Ⅲ卜|
|1午算ソコ千IFすギf'イ4FttT:を

をi骨爆】本ど宮磁 |どをま||?甲下で警?‐客1子畔!lr契甲
号十二義ネ美為ネi主1貞,主複与携'|

‐
各課に評昏,て～用して市i、|||イ
■夕会社に対じ!|‐!族圭たちあ革枯ilた蔦友数を楽|じたな与擁た島れを主払

! ‐   、  |       | 十
〔
                      !  |             ‐    i   ‐

|ヤ|と|さⅢlrl!～す1申声   !|                    ■  | | ‐I                       Ⅲ

イ 県は,平球|10午Oi月i■0日:―界が平残10年に実布し■調李や果を記

載し“複子讐年甲料評李や界孝告書 (4号事件る4の1, 1号事件ち-10

1‐あ1!扶十「継轟義喜室 とt、うP)1基づ:!卜業 に|おじ||
||‐手ろ,その中容,41-帰Ⅲ'今年?平球。年度から平残?年房まで?‐複写控使

1甲料のキ出本坪ぃす―丹!準|「乗1 複写攀実用料?募中i塔滉」干詳の|やり

| であり,合計額'|■|!?1年01て。|万‐9900円 でゎるが,界は;|このう

| |ち,合計9停4413万 お0‐90中 (うち平成5午亭～平球?～厚 (■だ

し,平成7年度を除く古)!の合計額は,4億 202‐1万 2000円 )(上

記別紙の表の支出額から
|「
自所属分」のうちの 「複写携fA~用料Jを控除レ

た額)につヤ)ては,当該年度における収支等命令者 (知事及び知事の委任

を受けて,収 支等の全部又は下部を行う者,佐 算界財考規民J?条 o号 )の

1 属 する部署の複写機使用料の支出ではなぃというものであり,本 訴におい
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/

11ても,被告らは||れを自毒!してャ1争|(メ十11つ |つな存字機舛1料?主

いもの|■| ― tl十1 1.十■| ‐|‐■■|1寺|,キ|すⅢlliお||lfl lllitェネ..,!…
及|ltil。 | ‐||十フ 平成ケ年唇分|つ複写控生坪料つ=出年

|‐
~    ■

|1出を 「本件公金表出」という。)bi‐
!‐
十 1111 i ll ― | 千1  + |を

| |

t    十 ■i171 平成5年度があ複写擁獲荒
| | !   !  ｀■ 1    ‐| ―■

f  ‐1

i ll l! |,:」獣::,i:等本1言:首|:ま旨暑岩旨岳岳骨i‐;―告告号‐11-|
||||ち替歩よiあとも。ょ占1,

いもの  1=■

■1争1811今,|1讐|||,||||||■|||‐||
||!七ち圭享!宮古|:彗吉本宮:首すどま旨場者旨猛槍骨岳;豊告:慧
十 ‐いもあ

″ t  ｀
      l i  l― ―| !― | | !、1     1‐ 1  ‐  |

|―    _■ ‐■■
′
||億■90‐9万■090円

り 平成9年度分の複写機使用料の支出額 ! ■      !

2億 80 0 3万 8, 0 0 0円

うち当該年度の収支等命令者の属する部者の複写機使用料の支出でな

いもの   ―     ―
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| ■
イ
  |

′  1 、
1 ! !  1  ‐ +9万円

( 3 )複写控使用料の下部淫還   |‐ |     ||!■千1■lil―||■

Ⅲ以1方とお'品 晶誰晟姦事続晶! l i  l

本件複写機リ
エス会社は

務1姦桂申i:鶴する主琳本あ経品韮
| l  t  l l イ■ | | ! ! |

i l ! l i 十1 1 1 ■ f i

り 丁 1 複 与 秘

車孝|!ⅢII'7Ⅲ'|
!4111ギ|ヤそ1年,1平成|‐Pttf
1年||子々擁年雫| '々|ち, 211111'才。|:44申|浮々卓|!|!111章
!:算||:,1'011111‐11111111■|111!|li!1!111
:ガI―そ資メ|11ま!!由牛|力911ね111東に対立‐本1本昼支Li:燃|ど携与藤十1

(4)

: j―'

じ P`  o

轟事注‐催真ガ森剤:楽!=1稿轟i恙第111れi経経轟

(5)1原告!らの住民監査請求

|(1)本件会金表出の違法性    ‐
:_|    ! ・

i ■ ‐ .
!      !  ・|   `     レ

it涼=‐オう l  i    f   ‐      ■十 111 1 '| |

十141蕃損は,今幸|お|(・||1学|1平Ⅲjll'■||―
■1本件複写梯ソ.アス会社と共謀の上,w記争ャ`のない事実等(2)イ1記詳?とお?,
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使用していない■ピ十枚数を含めてコピー枚数そ本増ヒじ■芋本青争上記複

与較リース会社'こ提出させ,県,まそあ詰求書あとおうiと使用していな↓ヽ永轄

じめ複生機使舟れを支払ふ,もらて未件基金支畠をした。
|!   |  |‐

主義ら達法涼菌,ユ以|あ
‐
とぉりである:      | |‐ | . |||

‐
 |           ‐

                               ′                                 L

ア 十 県 に
F 務 が な い こ と , を 知 り な が ら , 本

件 複
子
機

ッ

■ ス

会 牛 ! 子
使 用 料

そ : 事 |―  t      i       ‐  | ‐   ィ

Ⅲ ⅢⅢヽつ十11本■ゃ荒卿芋宇||ャ|||||||十1!||
||||1神キ|||:→1楽たも?F争骨?■ず毎干'亨P背千!
十_る。| lt!|lf l l‐ ―   l i   !|    - 11 il ‐  111111‐|レt

■ネ1本さ革hilれ1本其畠ホあ章孝処垂あ妻本と当学|‐あ去孝義|
|ヤーす|十11111す争|‐ 1 ■ ■‐■■■
イ|1本竹谷今=ヤ =停 啓ずf午中 wl 本ヽ本→|ナ|||‐||ち |ヽ|

1でつ|千1半イ今
米国体のキ出は偏務金額が推～ti主1勲虚の

rfll未
|!| |ヽ|

■‐のにちいて|されるとャ、ぅ財務会計原昇!!1(法
|?3?条
つ4第,募参率)ⅢI京

|
―    : ! ′    ! ‐ | '   ‐ i   f ‐           l          i      l !          ― |   ‐―!

|し)―達法であ!る。‐なお,4Zll外的に認められているイ粧1算fAJ―「前李払1‐あ
|

1寺されを恙徒装た美しなし("自堪品晶伍||!ど,第11すおt
! !         !                                 1       +   |   |

手■なお,本件公金=単 後の県の当該公金の利用に関し,て'ま,o行 功李道正

‐化法ュi楽違京!0と'力o条2墳(儀」■ 声らお～楽め)0芸歩

0々!容3項―(探越呼許費を―除く翌年～甲の牢■)ヤ子亭尿する? 11 11‐
〔被告ら〕     |  !             |     ■   |

本件公金表出は,以 下のとおり違法ではなv 。ヽ  ,′ ,| |    l r‐     ―   !  ! 行
のたつに憤/fT的に若われたものネぁア1本件公金支出い,予算の効率的執レ

ょ  !                            |        ―           ‐

| り,ま た県の必要経費とじて支出されており,横 領ないし背任には該当し

｀ないる     ―              | !‐    !

イ 本件公金支出は,全て県の事務を処理するために必要な経費であり,1実

質上法262条 に違尿する表出は存在しない。    |

ウ ー債務確定及び支払期曝到来後支払の原則違反については,上部債務の確
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.  4

i  !    ;   1  1    1 ■
- 1  -      ―     ‐! | ! ■| ‐

定|していなし,支ヽ出があり,‐形本的!子,=|「概算■」ヽ「煎金払」?手続争辱嘩|

半
~Cいなから1手|→亨実でつやP 1ヽ偏啓?砕定?■無は,■次中‐ヤ|'4中
神景がこれを確認しなければならなャ澤誇そ毎うもの|され下お?‐ヽキ単

■言1楽4と、二十ヽわ々!る)|||1幕をわ卓れ、こそ擁|を条義
|千Ⅲ子対す弄そ“|?101フ々|‐ギFI千1和マ■甲中子下|―T

早蕉警:手r1々午||■||■i.■■・!|
為 品 続
1単|まホャヽ1卓1募とヽIⅢⅢ‐
1卜下|1平不午子
‐雫T千='1予|

少なくとも知り得たにもかかわらt
i                  1      1    1

・でわる。l ri  ■ |   ・.|‐|||‐
 11   1 1  ｀ i till

i セ !   ‐             !  l i       f

.‐し■がちで,被告オ本の1評行為はbl卓ヤー1対するf_3務不猿行(県1知事

|?可の委任関係)ないじ不■行為に該当し,被告井本は;後記の県の環

―章々 境年する章年がある: | lt ill      lll    lと

■iす|なつち,被告非本'ま,.甲和?2行|1景竹予摯々章輩可ヤ子
i'午牢界甲!‐‐1  ヽ             l t      i

下Ⅲ甲ヤ,努客,輩|「午|IⅢ芋IP評1午印十導する:予‐
卜県職員う6年間の経歴を有しすその申1会本亨米の多い―部署の役職を獲午
し、ていたのであるから,‐同被告自身‐,行午厚,・どの部幸でも「ギ泣精算」

〈布助金事業を含めに谷本事業は,.単年度精算のたつす予算を使い切れず

に余らせるとす次年度の予算要求の―際に厳しく査定されたりするため;予

算を使い切ること)さ れていること,‐事業本体の事業費に対して,需 用費

を含む 「事務費」が個別の積み上げ方式で予算イ“されるのではなく,類型

的に 「事業費の●%」 というように形式的に金額が決められていたため,
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事業諜としては,需用費が使い切れずに余秀Jが生ゆつキとそ単然知つてい

たのであるから,完全な手算消化がされているということ,ま!荷らかあ箕
金手法かされないと難しぃことは容易に惹傷ネきた,ますネある。

イ
|

そして,県たおいて忘,木件公金■甲のキ,4デ |1斉 分本砦‐じ支Ⅲ?

手法は,1同様の役割を果たしてぃた手
,屈J早の申打ヽ‐1甲:,母?行に消要

)'

牛ぃi平成4年以評で,ゃガ1'S!

行つれており,そ?客、1年甲で-21

手il,コピ・費4拝レ?千考ヤ141李竹誓子弾ツ=4合牛やや碑|‐iレて砕弔
レていたこと,県におぃては,1岳用晏

丁撰聯員です!ら,事米課におヤ、ては,
【            i

岬■の馳取がうolいう'つ|を守ャ|十11■宇争IⅢヤ
は,平 成 o年 ころから問題になり,任

1坊県あヵフ出張っ募作が発i覚するr

印唇あつ会糧費の執行を本つる,‐平月

通知がされていることす食糧費の膨ジ

式的にパーセシトで加算‐される事務掌

差生しており,本件公金支由と構=方、向じキぁること十族吉井未ほ,tiOA
イと1豊が意まれそふ基↓ヽあにノtう二↓

‐十1   . 1■|■‐
i       t  ―     |ず 早!'ギ4!ヒ=ヤ

1予?!“
1語
誹
半下
し
|

たこ|1被 告井本は,本件公今支単11肇早客や軍1手=fT‐ Y‐下Tら ?控
分

もせず;「預け金」を明確に禁止す
ゃ手‐14ヽ

,本竹合今=単 1年申する干

拠の保存を指示していないこと,県 ?1層
吉1ヂ容群ヒ下い4ヤ|?に

,!李竹

公全支出を担当していた県職景が本件の|よ|うな 「票金1を管翠するとは考

え難いことなどからすれば,被告井本は,違法なコピ■費?本増レネ出(本

件公金支出)を知つていたか,少 なくとも違法支出を知り得たのに阻止し

なかったことは明らかである。

仮にす被告井本が平成4年度までに本件公金支出を知り得ないというこ

T 1 0 -



i とが万■あつたとしても;平成7年辱?否竹会今干Ⅲ?本十ず手幹?十1
平成8年4月以峰?=母 ヤ子ついて;少なくとも安告井本が本件公金=単を

知ク1得や本坪ヤ|つつために!これ々叫上じ各か||こIⅢⅢ力らかで!あるど

1111谷今1車と荷毒?平す
と費?水準じ手占らlt真たまや|‐幕葛|

|力ヽみる―: |―   ‐                ‐ |111‐1 ・‐‐
11‐
1

1軍ぱ群秀::経拝〒母
れ,1庁内の吉議とならて↓ヽたらである七

111搾1擁た島志車牟毒渉含む姦

IⅢ→||||||ヤ1事寿々

1璽ず鼎挿子:螢そ8畳芦
|ネゑちt ・|!|  ! ―  ‐        f l  ‐
■ | ‐

‐
     1         1 r  ‐

 ‐
t 十 1 ■

卜■ . |  | |

||そレ:て,‐布勢今章券つ予算平ヽ化とぃ―,ゼ甲精宗4■争|つ,■語?!「章
1務t弐J子について,1無理矢理にでもVイヽヒレ下浮導し今ヤIFilいキユ!手すや

す|'・T争?|?手準千啓
(裏今)“界庁全体で考ネ,本押レ支中を栞行

|!レて=たのである。       ■ ||      |■| | | |!
‐ 1                     ,                          1 1                                       ‐

の ―|この,点,被告井本は!昭和2‐2年4!来界‐T職具|▼T存騨レ,会米事

■栄|?多ぃ部署を歴任し,布助金事業に 鋳ヽわつて言たらでありi,甲八申

!身にも「ゼロ精算」の意識が染みつぃてゃり,‐事業害?Ⅲ?事務害が4El
i〔男|に療み上げられるのではなく,「事業費の●%Jと形式的に療算され,|

余るものであるが,翌年度の事業費や予算に影響するため返還しないと
‐いうことを熟知し,そ の実践もしていたはずである。  i! 1 1

り そ して,本件公金支出による 「預け金」は,こ_の「ゼロ精算」の趣旨

!に合致するものであり,上記の背景事情からしそ→,当時つ県智事であ

った被告井本も,1本件公金支出について,当然認識し,承認していたも

上 11_



― のキ1考えられるも|11      ‐  |!     ■    ‐ t
r ―
               .  |  ・‐                                      ‐ ―

甲‐ま||;1卓庁つ||||,|,本おじ1中による「預け今1-、票昼)iィとは,!

| '「々々||ぞマイ審||“早う千あ年十ⅢⅢカカ‐らの持,申!|:1芳ギナツ|
| ‐卜がつやと=み:=ヤー十■やのでありt,当然,非告井本も同様の認識だわた

と挙漂!する?が合響中である。  | |      ■ ‐| ‐

子r竹谷今干ⅢII宇々|ずf?↑宇1干出r'W芋?|―f,'今TⅢ
ⅢⅢ Ⅲl   l l l i l l■十■1 1
' なヽヤ!平`ピ十枚数を使烏したことに1じ
1     1  .  ■  ||| | |  I  ⅢⅢⅢ

l中そ千本き十,その|→″!に|キヤli
l李11を作り,あと1売|するヽ|あ方)
,   ‐                !         !

(手Ⅲll平球101年!手行われ1母11
■ | ―    | ― | ‐ _ | | | | | ‐
1 ‐     .      |  !  !

1部烏→とで永増1圭‐|したかな|
liJ!十ホ庭楽主享ri,1弟‐=茅あ草iII

! す岸林青,■すA～早|!「土木青ほ|,!孝1吉弐具会J,「圭会拳早事務|:

含む各種委員会1などすへそあ音i局に及んでおり,1全岸ぐるみあ組織的

li本不IEであぢた。| lf  !  |―
― |   ‐ :| l    it

ヒつ`や,t景仰が容竹存子機りT呑会社1手零請じて本件会会=単のやり|

才をしてき―たもので;ドかつ,界側が本本奉者仰が作成す谷き請求書を作

!球▼下米者1手埠▼て界仰!車1芋本ヽ すていたものである。|したがって,県

?部合!子ふり号々、芋導ヤ下t た`こと!ま甲らかである。
~|‐ ・
    |

抑えて,複 写拶ノ■ネ契約は部月を導みた単位で行つれ,!章■;"犀

も部局を超えて行われていたものであり,そ の元締めは,少 なくとも部

局長クラス以上の相当の役職者でなければできるはずがない。   |

働 本 件谷金表母は,平 成lo年 度の県の自由時′ヽ|(前記争いのない事実

等(2)イの県議会に対する報告)で,lo数 年前からされていたとさらに,
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保庁では同氏のF_w昂J物の不=経 翠が存字碑が導本される前におt て`,昭
|                〔  i  !      ―

  ~      |

和56年 まで県庁内に存在した印昴!局が会共事業の少ない部署今事務費

を恒常的に回す伸介役を果たしていた。
' !           ■

           】  Ⅲ       Ⅲ     I  ′ i  t  ・

すなつち;公共事業を多く持ち,,そ争ヤ子付うそ午?言‐務膏を申えてャ|‐
1部幸が,年度末導くにな?て余つ―1事務雪予算を使い切つてギT!手する子1呼ΨttTオヤ‐Tウ琴韮播錫暑レ鵠景iこ吉含i言毒ヂタな下亭琴費予雫|?1号‐4‐rヤli_   、
りくリーが写常的に行つれて,‐卜■・‐|そ1半

下
ィ!卜?か
―'か半!容|ャ 4YI卜ず

(揮

|ャ||‐1010年 本ヽう!|キ|1芦がネ|した1病甲存介ら後章Jを夕1擁

||1会|→真|:|,||||卜,|‐|十
‐
|||十■|

の 本件谷金手出?響醇押雪の準孝号事?Wつ 誓写搾呼 ～f!チ
で?'弄

,金」―発生額)は,1平成7年度だけで12億‐24■ 2万40‐00円 であり,!

転:1度ふら卓成す1崖||ら幕革|れ|卜くと品芳|うも主
1禁に1をとなっ、でも農本章|か立浅ヤ卒度だけ=約1億円を水指1表也じす

林球諜だけでも平成5年房から平成や年度までそれユ億中に工ちで'|`

たO  I  ;   ― 十  : | ■
‐
 、  | | l i

本件公金支出と同様の|ピー費の本押|=単 'キ1食鳩費の本=:ヵ ラ出
十

張等と樟造が向じてぁる。■
‐ ■ |  !      | ■   1 1

171a rⅢ台市民オンブバマイは,十平成早午0丹‐!|1城県～章,仲台可長の

交際費情報公開請求をし,‐平成0年?i炉球峰,‐仲台市,F球界?牟糧

費の情報公開請求をし“bヤその土で―,仲台市1民オンブズマンが,宮城

県財映諜?食糧費の資料を分析レにと■ろ)'カア飲食の疑いが判明し

た。平成7年2月 20‐日には,新聞がこの食糧費問題を本々的に報道

した。        ‐
  1         ‐

 |

上記食糧費問題については,懇 談の相手が,中 央官庁の役人,他 の

申‐治体の職具,県 議会議員等で,原 資の大半が国庫補助金 (会本事業

T
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費からの事務費)!であることから,f会甲中樟章中‐甲甲」下みること

iは被告井本は容易1子わかつていた'キずでつや? |`|1111Ⅲ

I道8暑?曇暑者と春書岳務雪禁子暑子
年1母4,||‐|1今1弓:ヤ各蔀

あ建会,善辛官本晶芸楽,を提Pゴ
輩幹
:尋下1予脅可?晋F行唇↑

して,全甲市民ォィブ,イマイい,'同

, 7月2‐?軍||1李自下斉会競

|:千梨 .骨暑旨|'ヨま曇|と遣当|:F冴県知事ぃぅit平球7年8月|

抑 韓 範
―
        |  ■    ‐  i

―こiとを公表したどそして,モ宮城県,

守章'騨昇1。各の枠分々 決定,た1

4 平 残7年母炉15申 ,1菌僚容諜|~~ 響
鶴馨宰

し合わせ,当 時の'自治大直 (当時,

し,埠治事務次官名にょり,‐N揮1

■節度あ豹 ホれ るよう求あち
ゃ智子‐中=予|“Tl,f十 軍

目|
向導和がされた。 ! !    十  . |1 1 ■ 111 1■
も 平 成7年 9月 4甲以前に秋田県そ今埠雫々芋ギ言つ4ギ 々' 十ヽ

U申じ

ていたO  I ! _ ! | | |‐ || ! | | | | | |・
f‐平成7年19月 ,!引L海道の石狩干T押早?々ア単琴1審啓‐? 奔ヽ募y,

‐同月申旬には北誇道車杏事務烏で?|,|1率 啓| 本ヽ‐|ヤ|!1中 ギ

庁による1調査?や呆i道庁のほとんどっ部鳥で不車が早つ々ヽ?|る1北|

誓導庁!ま,平成8‐午?月,1道庁ゆャⅢ「票今|‐‐谷客!=～lP偏19!99石
甲と発表した。そこでの '裏金」作り?手 甲←レては,‐| ア々弾琴

'々

ラ会議 ・カラ雇用 ・力iラ会食 |カラ平ピ‐などであつたⅢ … Ⅲ`

g 会 計検査院が,秋 田県,茨 城県,大 阪府,i島根県,沖縄県の食糧費

支出を検査し,農 水,運輸,建 設め,省の補助金を使った食鳩費杓7

億1300万 円のうち, 4億 6‐160万 円は接待相手や使途がはっき
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| |り:ヒなヤ十1指摘したす内輪の飲み食いゃ容宇?谷諜ギ
つ千可学件や脅

|!る,|と幸球ヤ年12"ど6日付↓すの佐草打‐甲下報,られた|| |十1
;  ! l  t          l                        l   l  ‐■

! !                l   i     l       ‐‐

■中翰の飲み食ぃや架空の懇談疑亨!卜1評牢亨呼ず評ず千‐1号1 多ゝ

‐ 見?つツ'その不正の疑ャ`のある額が今件?‐9言
141!手
や11争!|‐|!ま

,

i学容今回申構ゃ的F「38宇下あることを叩らかに,たも?であ!や―:il‐■
卜               !  ′        |       |tl界|～亭下‐あつ被告井本としてぃ,1章‐容号?‐舎惇費?年で|?||て幸

■挙評李すが章でわ?|とャト手,遅||や||!|か揮以中に業十■環t!チ今'|々
|  !      t                 ｀ i ゴ

!翌揺を]景1:!lil平「
の||| !ヽ革巌7年す押17高にを抑れれ義企
難ポ野諮| 1孝= 評々されたぃ1争―ど←し'・B

Iされているかどうかの,点検と必要
' じ
■が!て,県4‐8事であつ被樫

l f i  i   f            l

つ責務があつ■し,この時′点で′予官=十ギ
;著者巧T今1甲昇‐TI下

!|つ年今1予算W4ヒ?|‐'守?々マ
飲食及び同じからくり!にょる複写機
‐
          ‐        ! i     f

―|  ― l       t                                                                   ‐

使用料を含む業者預け金と流用
ゃ容7,十 1叩し

てい子Pi11 11!|

→1阜!=!1子球7年19カーPO日,↑輩守手=孝真卓とす々 ‐!今停|～
ど対容香昇今」・を評害し■?また,県は1平残5年犀会埠雪p億‐9o
l   l l            十               !    1 1        ‐‐ | | |  ―

o9万円の音卜局別決算額を明らかに,たが,実際に|「官官撃特1に使

つれた額は「現在調査申」とじて明らつ|!手ヒなつ`?|。!| ‐1                                                       1

‐
実際た 「官官接待」|に使われた額を調査レてヤ`るのでみ4‐ば,体告

ナ本は,こ の時″点又は長くとも1か月以内に,業者預け金■職員同十

の飲食。中央官庁の議員を使つたカラ飲食等を把握ネきそ↓`た。また,

この時点では,宮城界の食糧費?不=や北で導の力、ラ串環守の否車が
'発
覚していたのであるから,そ のような可能性も含めて―調査するのが
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当然であった。| ヽ
1   1            ■

‐||‐
‐                    l  t r                               ‐                  |

特に,会 計体李時の■記碑李結果の公表の後には,早 急に食糧費の

調査をするべきだ→たし',そうすれば,同 じ構造的ならくり?事 務費

_今ゆ?米印印チ今争?午午や当然知りえ■。       111
i t t またj県は,平成1年 1月以前に!県9食糧費の実態評査をL/たO,そ

の結果)i東京出張の事実がない=ど東京下容誌会に出席ヒ|キ ?!!手なl  t     i   : =  | ‐ i ‐
1 1  1i!|‐十1ヤ予111中ⅢⅢI■姦≧楽t:↓迭是:I名去

|1極裏扉景ti琴票母『暑ォ→李寿義セヰ|ニー々,
| ―卓‐と||IF為+11チち|(十歳101年,力21百)iようも前ヤ1箕暮義査を

|■|たヽら|ぁ4111‐■|||‐!||■ |‐||11
上評評会に関する米書(甲21)に は,1車大条件に結び付

tける記載
!  Iか
あることホら,1県知事モあ|た客告井本|キ|が され千ヤ

｀
4t(iまず

'1が
ないを 1    ‐ |■|     ! ■ |十i! | |―

_

| また;食糧費での膨大‐な支出,不正?埠本は,事業費に形本中にパ

f   Tャ ントでっく事務費を単年度でゼ甲精算するところから発生してお

り)務1穣使用れと全k准造本向じであ,|こ あ奈導費ら1中つや春
‐
を調査すれば容易に架空の容幹会々ギ

が挙早でき―
たの下つ争t,そ'す ヽ                       「                       1 1

1れば,1事務費のゼ|口精算に原界がうや手|‐も容易1に分かつ手‐←でつや

つ`ら,1複軍樺実用料等の事務用品費
・消平母″費?水増レ支申→容多に｀

十1知り得|ゃ?下あつ? !  |!   | ‐ |      | !
〔被告ら〕  .|    ‐  i

ア 被 告井本の注意義務津反の有無の判断基準
十  ■          t  r     t

前記争いのない事実等(4)記載のとおり,佐賀県財務規則3条 1項及び同

別表第1によれば,複写機使用料を含む 「需丹雪」1についてい,金額の多

寡にかかわらず,各課長ヤ1支出負担行為及びこれに伴う支出命令,別表第
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1に定める金額の範囲内の物品の取得及び処分,1並びにこれらに伴う出納

通知義務が委任され,各課長がそのi決裁ができ!る,‐いわゆる専決処分事項

となうている。                |       !

したがうて,1上記専決を任された布功騨具 (各課長)が管理者?昨限に

属する当該財務会計上の行為を専決!子キリ控琴し■場合は,管琴=ぃ ,■

記補助碑具が財務会計二つ淳吟行為“=ゃ |1午 ‐甲||ず
き誓雫率
管
|の

幸務呼澤尿ヒー孝言X'1担本峰|り畢 ‐111"早ザヤIP牽合‐計■?号で午～
をすることを阻上しなかったときに|
l            i                    !   r  i ‐t  i    !

卜補砕職景がした甲務合計■つ津浄行・            i  t ― ‐1 + |   ヽ|

■環青に?章暗償言午イ争つ手|||
i l   l

日判決 1民集4ら巻0号 141● 頁参Ⅲュ!|||!|‐
'|   |・

 |

そして,二記の長の増償責任は,キが申1字単蓄財琴合計■?オ亭行～を
i行ったのと円視し得る程度の指寧監督?町弔がつる場合

i子限″語ゃつ―れ4
,  | |

県にぉけ響午め1甲?1雫1本|ら義||IⅢIIⅢ け■す||‐づ
tつ

呆体的な挿毎肇督措置そ■要|すユよつな―呆容申|な予見可能性がつち■場

合にはじめて■評増宇監督の4陣怠が認,141→ あでつる。
|■ il ナ

イ |オ|1本?本識ないし認芋1轟!に十1 1‐
‐ |111 1     1+

t   t    i     1 1 1  t  i ‐

| ‐

|  ‐
‐ ‐
|       |  |

“仰 客～十李|,李件公李=申!|→ヤヽ下|―1牟庁勢啓?経摩に,ヤヽて!→!知
1事在任中→,原告らから平が′ユ午にや"々来けるまで何も謝誹してぃな‐

          ■       l  i t   i   t   i      l           l

からたし,それを知り得てるきつかけヽ 年il行年しなかつたのでつる|

仰 客|十本
は,知事時容,得子讐年甲料?=甲!手甲子していなャヽ。‐ _

そもそも複写機使用料の支単い亭決控分であり,1専決処分の響言は,

自治体内部の業務に関し,決裁権限を複数の者に委譲することです効率

的な事務運用を図ることにあるから,専決処分事項の事務取扱いについ

て,知 事がその内容を精査じ■処分の適春を判断すること,ま帝J度土予定

されていない。             |!      |  ―
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々 '

||| ヤ  ま た;専決処分に関する事項については,そ の適否を判断するの―は出

|■    納 長や監査委員であり,r知事そある被告井本が直接報告を受ける
ことも

11   な い。               モ     |  1  1
・  1 1 1 -        t                    ′

t  i  l

ll ll!  本 件会金=出の即題にっいては,市民オンブバマンにふる指摘も原告

■■|   ら による平成9年の指甲まで'ユ有在レなかつたし,マ不|ミっ|ら→,食

1111111r糧 費や旅弐で,まなく複写昨年甲料?不=キ出があつ|つや申を手!す1手

11■||!|||_な4↑|■ ‐ ■ 111!‐ ||||‐||||||‐|
|‐!ャ|‐|||■|また,1県庁職員っヽつの内章

!   ―
 I ⅢI                        !            1

11‐|li■ !埠省↑ら
も,旅費,会糧亭

平

|||十■|||1輸用を叢するよ力:とい々‐た讐|なかⅢ―■li■■
!

! |   | |   :       l                           t                                   l

i■|十■!1'1功 客告井本!ま,知事就年努可

と |■‐111 t県でぃち各課とiも経理事矛
i:||||li七ち中占右～あ豊終呼
告 ‐|||||・

!ぁ
るが,少響の事務費用?牟

■ IFI庶 務係長であらた。     ‐   ‐ i■   ||■ | !■

||‐1  被 告井本は県庁に入庁以来)↓ずヽれあ課において 床ヽ務係に韓鳥され
!    ‐            t   i    ‐   ―   i lt       t                 i

l11  1たことはなからたPしたがち下)、経事彗孝つ宗務が卓ⅢⅢⅢすつ|'た
■| 十1′、行われてい=かは全く知らなつ|つ千■O    ■ ‐―|‐| ‐ _  ‐

|‐1   被 告井本は,t謀長補佐に4る まで?門 ,T″ 経辞事務呼甲手すや―こ
と

| |||!|  は
なく,同 じ謀のⅢにいても!1経理事務を担当‐してV14い?で ,所 犀す

■  |る 課の庭理事務がどのよつヤ子して行われていた力`は今く―～―|なか→‐■O

■ .・   課 長補佐時代にも,課長捕佐の職務は全可・章米の―準少に関する増揮

―|‐ !  監 督にあり,課 内の経理関係の監督を行うものでは事栄■客か?“ ?―

秘書課長から総務課長にかけては,既 に決裁者と!してのキ務がヤ心と

: な
り,経 理業務などを行うことはなかつた。 、

す  ―  |

i  三 役を構成する副知事時代は)知事時代と同様である。    |
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l‐l 被告井容は,,そ?経歴力|ら予毎ゼロ結実?県亨
ヤ手つヤF下41ま多ケ?群1評

があるが,4か ゃ認識は,預け金の作成j作成方法についての認識と直

1‐結する!もつてはなく1木件公金支出に関する其体的事桔,ま茄うねネホち

た。  ‐ ■  !            ‐ _ ! ‐ ■ ■||

―咋かに,1界峰おいてい)予算?淳■等?1甲客↑
ら'予算の
rlF字 ず

1午々 411111とがつるが1予毎のギ1精算!|,「必ずレも導| 力々|で

ⅢⅢ孝幸ⅢⅢⅢな盤軽輩熟守茸輩1年甲中つキ申1ミ|!津■な形であfr

lll啓ユ:;魯讐魯をF暑畳君年督  :‐  ||l i丁宮官官‐:1言官1当然i:期春|1ヽれて|いなt|`;事実|
|1中|IⅢIつ■,紳軒■千成智★申ⅢI十会季阜|すで―|ⅢⅢつ|わり,印上もこ41響車|11評亨甲午111,
||→のでつで? |.‐i   ・   ! ■     1■‐|十

‐ 1                                 1              : ‐

tじ たが?て,牲告井本が,_知事残任時におぃて|「ゼロ1精寡の慣習J‐が

|||ヒ |||“ 討芋し=い■|いう|け下,P,1?||=目 |||)|1         声
ることは木苛能ネあらたし,t真庁内1蔚する具体的な不正の存在を推知t

i    ■‐   | 、|                       ‐  |     ! | ■ ‐

‐?甲誇警野?令呼?早摯ぞ|や)智章?‐親に
|つ01つ`字といちて,手|れつ

|!?不干争智1言1申‐つ坪明▼なヤすれば4らない←い?‐辛々 ,→今か?li?下

ヤやP I IIIli■■‐|―|litl十■11■‐‐
l■l 床務早当?弾早Ⅲ係号が,予用費の支単を宋客中に取り仕″つている

‐という?が県ヤ子やける栞情でありぇ本件会全キ単ぃ,物品等が否早し■

謀の庶務係の人間が,他 め庶務係の人間に対しち1融通ができないかを依

頼する形で行われたものである。

担当者からの依頼という行為を契機とすることから,,庶務係FH3の人的

つながりで融通がされており,そ の実施は組織的 ・機械的というふり自

- 1 9 -



・然発生的にされたものでありf,本件公金支出は 「全庁的」ではなく,現

に,平成iO年 め調査にぉぃても―,預け金が存在するところ:しなぃと

ころが行在,,事 !ナ舎の融通を雫けた課も全課にわたるわけではな
い。

そして,複与機使用料の不
|工
支単の統括部署,統括者も存在しなかつ

た。    |      !1                   ‐

り 界庁のぃ子毎年は導中?予多坪呼
で5009億 円程度であり (予甲雪

―     ‐      工 ~  そ
ら,|1倍 円‐牟厚に木=ヂ 谷||だけでも約OO‐9億甲!子章する)!

li―■←ヒ下も,今鉾の不申十=■甲|々ヽ予算二当然に見抜けるつけではない?|
| ! ‐                    i         :    1 1 !   | |  、

■、ま|,|～章が予算つ:中容|‐申|すやめい知事李定?弊会がwや下争や|
■ところ,あ際にも幕岸営本|どあ―=F→貯呼→

い中諾ド41‐||‐中イ i     t   i ‐
ネ押坪な,キがつるなギ|は書説で章な十″挙平年中干子争許IT‐
..il__十 1・

かつたも
｀
|―f l  ■!  |■十■

‐
■―|  !  |!1義
ら拳ち、ltて1中義‐小幸| "日えて,備尋の増りは,|1神事のポ

||き準甲ⅢⅢ本(,i芸す峯つr主わた存確じてこれら鵜1本=募つ|
■算以外から購入されても,そのことから不正支出を認識することヽは不可

乾であ?た。  ■ !| ‐ |    |       ‐
  ‐■ |

‐
印
‐
査埠雪と後1眸■用料に|ゃ事け金の支出では,そ

の方法,支 中の目

中 (卒中"甲 ?｀
/T‐
中下‐?騨宇↑!?1行

われていた部署の害J合 (本件にっ
,        |   _    ‐           ‐

     ―!

ャヽては今庁的なものではない)をど,その内容を大きく果にするもので

|わり,食糧費―に関する不=其単が行在したからとv つ`て,直ちヤ子複写梯

使用料その他す切の費目についての不=を 認識 i予界で書やわ↓チ下!!まなフ

▼`。           ‐ i     !

(ク)本件に関しては,私的流用その他の有無を巡り,i佐賀地方検察庁にキ

リ捜査がされている!ところ,これにより,被告井本はもちろん,li県職員

が起訂されたこ|はなかつた。          |

切 被告井本は,本件公金支出に関する調査後, 自主的に給与のT部を返

-20-



: 8 ゃ
も

` 4  ,o

立 や 。t

還したが,こ れは法的責任を認ったものではな―く,‐球治的責任がらゃと

自ら判断して自主的に行らたも?であり,何ら被告非本の前記認識を左

右するものではないし,そ の後の資料の管理等について,被 告ォ本が具

体的に指示したことはない。    |       !

加えて,職員の処分を行つなかっ―たこと ,ヽ1被告非本ら二役が政治的

声任を果■すこと●t個々 の聯具?亨午子fttr,十干手下
い4'やの

と判断したことによるのであら
=,て ?予|? 脅ヽ1客|十杏や号

ヤ1諌げ

1 金 の1支出を容認21推奨していたなどと半J町すゃ、|←!ますきない。||■1!

(3)真あ損害 |!|1 11 1■ ―1l fl‐!|!| ltlllll ll ‐| ||‐ ―

‐捻暮奇  1 ‐ |■ |‐11!■ ■■ ■ 十1■

県は,前記争いのない事実等(2)イ言

度におぃて実際にコピ■していないク

■控1用料合計61443′9方ゃ。61占〈キ浅ケ‐1差11毒キ,ねと-11,

1方4'!!|,抗十11中|ギ|||||‐||||||す'411合
計で4億4021万20oO円)を表払?て|おり,1向額が■説違い表由によ

る県の損害である。    。    ■ |,|■ ■ |111   1

〔族告ら〕     |―
' ||lil  ‐  ・  ・・!

1 原告らの主張は争う。      ‐   |  _fi ■ |
(り1拝言の填補なャしヽ環挙押審  ‐   |  |そ ||.11  1 1
【舛告ら〕   t   l    十 1      1!・ ! ―   ―

ァ 仮 に,預け金の発生時点において県に損害が発生じ
―
たと評何されるとし

ても,原告ら請求の損害額については,l①本訂提起に要るまでに,県 ?複

写機使用料,備品癖八費用等に用いられ,t②前記争いのない事実等1堀譲

のとおり,本件複写機り‐ス会社より預け金の清算を受けたことにより,

その全額の損害の填補ないしは損益相殺がされたものである。
|イ
 住 民訴訟の対象となる違法な財務会計上の行為による損害に関しても,

- 2 1 -



,ttF

|       |      | ! ‐
   i   !     ・

1 1

1押当内某蘭係が認つら―れる限り,擦杢相殺(損益伸殺後にはじめて環害の

!数額が確定することから,この環益本ョ殺はいわゆる環害?募補1甲弊学?

ものと解されると)を行うことが許容されている(景再審判可平呼ol年|―
‐2月 20日 判決・民集48巻 8号 107o頁 参照)。―  !li    ―

|    ,                |  、  |

!1本件では,預け金の発生がな!チれば,預け金の本J用‐によつ支出?t諌り全

の清算による本件複写機リース会社との間の金銭の壕実は存客レない。‐―レ

■か?下,諌'今づ発生
とそ?亭|■F亭|つTITす―々4 ,々4ギt手4

1‐なし11といつ―自容的因呆関係(条件関係)iが―存在する―二|!ユ坪らゆで―つ0す
| |    ,                                    l          f  i

ll本 生を与機り14会 社によりや寡|ドれた今銭
ャ|→い千!ま1今牛||‐:つ

十 1 1   1                             !     子       |  |   |  、
 '  ‐ 1

1屋暑暑曇岳岳猷ユ11↑腎号二号1守ユユニユ子ユ‐千i子子丁手
1転居:選躍2号監軽班森掛だi書岳二格:軽合岳骨忌
、■串‐体十う奪牛キ1坪|ゃつネわ'1洋1李,|ギ|‐よ'|||,
|‐物キを手得“ネ!ま探写樺使甲料の手払を免れる

t手
セカミでき■のであれば,

■県は通章の業務に伴う必要経費を免れるこ|が でき■|い う■|力 でヽ章ず

|‐預け金の原資'ま,原告らが指摘する水増しされた複写機使用料であること.れ
芸Ⅲ金わ|と1卓準けた逮去品和楽ど,||||1会!羊今上ゃ圭

|の因呆甲係が行在する!。       ,   ■ || | ― ・ ■|

ィ!|れr呼 年々李にっ↓■ぃ,本↑存字讐リァィ合牛?可‐子 子々警
使角料以外に,ま用いられておらず,界?手め!と申半||‐4Fi―チ中Ⅲ雫ギT午

しないこと'ま,ギ成19年度?調査で呼らつ|となってャトーや|ところであ?,‐
1調査から時Nが 経通し,調 査において用いられた資料は啓遅,す

t現行する

―音`しか証拠として提出できないが,そ の提出した資料を牢
討しiたァところ

上記調査結果は正確であり,上 記調査全体につ
いて正確性が碁礎づけられ

たといえる。
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ェ 国 への返還金分の金額につ↓`て損害の填補が成立しなV と`の原告ら?=

■張は争う。             |       十

原告らの請求する損害は預け金の支出客そのものでみる。そして|■ 平

?と おり'預 !す金の表出額と同客の金鉾が,本 件1子おャ、下ヤま―,呆
の
|っ 峰

用いられたことにより,県の損害は票神され又は損杢チロ殺されて消滅ャて

',いる:この|といぅ国会?返還義務があるつ、ないか!子かつヽ々 ら4いⅢⅢ Ⅲ
Ⅲ Ⅲ                         Ⅲ                 l    l     ‐

|■と1争で,,1原1字!:客告非容ヤ手対する加寡金Ⅲい付客押半ゆ環青宇停芋本
|‐孝にち:1本寺1車|,|これ“|1本〒求| |々:中|キ→→|‐|
!‐
言狩停芋本牽が||す るこ

となつ1県が複
写機り■ネ会社力■実げ■本1杢

|;を立著3官督:号雷;;昌曇言雷そ畳換暑魯i省‐告骨曇予岳尋
抜す本言場合ヤ子,源告被告甲?他つ事実を請求雰内|する丹,牟?拝言々 芋

求する手と、で,当切の請求原四の環害の範囲内であれば新たな請求がいく
モ! ム
       _  t      l         ‐

             |  ! !

! らで|も可韓となつ
~Cしまうが,かかる行為はチ告ら,呼午l搾を育|←■青

|        !                 |                       ‐
      |    ‐

‐|するこ|←Ⅲ②本来許|の委軍1手よるがき―章募1子→き.埠挙智響“否定=争
「という方法により解決を図る手とは,被告から時効の呑J益を奪うこと,l③

l柱良訴訟において,ま,監会請求前置,出訴期間の要件の育駆が容易にされ
―てしまうことなど,1車大な問題を生じさせるものであって,到床容語でヽ

ない。■   ―   ' |   l  i !    | ―   . :

オ ー
‐違廷損害杢に関する原告らの主張については,|そもそも原

告,の芋本↓子

■
おiチiる
'遅廷損害全

iヤ
|'本 訴状送達?日あ翌日から支払済みまで

の金鉾のキ

IFAを求めるもつにすぎない。               i     l

〔原告ら〕        t   l               l

ァ 涼 告らの主挨する 1損害」と被告らめ主張する
「損害の装補」との間に

は本目当因果関係がない。        |       ‐  |

すなわち,地方公共団体においては,i公務遂行上の経費に
ついては'そ

-23-



IF  t

→    4

あ自的を達成する|つ 114琴か
つ
景ヶlつ張度をとえて|れを表中

して|な |

らず (地方財政法4条 1項),予算に計上して議会の議決を経ることを要

し,|その予算の執行はその定められた目的た従ちて行われることが原貝1で

あり,予算の各孝ネぴ各項の甲?坪甲'ま原則として許されな
い(法226

条2項)とされ;経費の表出についてヽ 野務会計法規に従ってされるこ|
―が要求されており,'そのよつな厳特各規制'こよらて,1地方財政の庭全性―を

||ネレ下いる||1砦孝1容午つ章干ⅢⅢI→▼`て合計枠|そ午?ても十
1そⅢⅢ

Ⅲで得■全鋳“今務落午|?讐弐!子容下れ!ギ損害がtないと―坪する子とが下苦!Ⅲ
っとすれば手4らそ1容―身に育呼●さす||1年つ″て十1ヤー||1地方甲啓?唇!
全|ら搾模つ事〒か,享1高'||||する|=になり本当でゎ

る手とから,|
1仮
111本作公全=中!子キ'て県づ会務落行上の特雫?支甲そ争れ|‐←ャて,‐
慾計十fT手

も,本■公金支単|め間に1ま当菌ネ申フ

1井地方姦筑森笠成11と|‐11″拾,,|

|,|1栓 |,芸Ⅲ介1寺||:おと
お乞然もちtt県が本件

l i  t                , 1     1    ヽ

・谷今支単にふり国ヤ子押助今2偏19P″万01000円を返導した分につ
い

て,ま,「環害の婆希JIIになちてt、4いゃすなつち,架筆?複子機使坪狩を十

複写機リァス会牛に!支出レた手とに|?て 直ちに架空の客写機使用料分の
|  ―  ・    .1本

導法であり,その支単?原資ど申
'

、埠言ヂ発午した:そ?→14子甲!'IF      t
庫希功金であれば,その表出分ネび力,1毎今l―■いずれ布砕今や1化吟‐守↓子キ

リ国に1返遠しなければならなくなるものである (その囚果の流れは相当四

丹甲係にあるものでわiる1)|,そ12iFある
とすれば,そ の遅還され■国庫

‐希助金及び加算李ハわ環害は募ゃされることほない。  ‐  |     ‐

―校に,上記自庫補助金分を返毒しても損害は妄補されていると考え!ると,

しても,加算金分である6304方 1占‐123甲い損害?募守が結局できて

,いなぃから,損害と,て残存するとヵi算金分を国に遅還して
しま|えば,そ

の分が相当因果の流れの中で県に利益として填縮されなかつたことに帰す
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る上に,毒法支増 (本増し複写機使用料?支 中】|さえしな―!チれば,県はす

ぐに国に返還したであろうから加算金を求められることもなかったのであ
t  t          ,  |    ‐

 |             l r

る。        ‐       ‐

ウ 被 告ら提出の資料 (書証)は ,1子と々 ギず年々→4下す争ず
'↓手ん?■

部あみの資料であり, しかも,信用性を欠くものであるから1,全体についi

r樋?なで用中 |?ギ御ず→|||つ辛千李す|やる`とは
い|

Ⅲ十_Tお'呼ら?=腎ダ〒中|や|1民=マです子イー町今年谷
今

支出の―存在の判明時 (本件1訴訟の聖

■を含む根拠資料の提単の要求をして

は当然認識してやヽたとしかるに,拝

大半を萩逸又は洗乗‐さすたものであるPI I !|||‐||||‐‐ 1   ■

ェ 仮峰;水増しの複写磯年刃料を原資とする「凍!チ今|‐1で県の事務の関導
~で
捻品を購入したりしていたとしてもすチ上ジク体帝tめない無芦任流用体

|‐為あ1キ .1苺寺 |1鼻 |,義 ||る||,|1専 ,1曝 Ⅲ
益となり損害を募補する1とはいえないものである。

t ■ |!  =
!               r               i     l   l ‐

    |  ‐

ォ !水増し複写機使用料の支出自体カ

して水増し複写機使用料?支単額み

で民法所定の年o分の言J合による賀

主張の 「損害の填補JⅢま,まず遅平環青今ゃヽら
.奔当| 4ヽや―ずヽであ

る。
|             l   t                 i            ■

(5)1被告知事に対する二つ事実の確郵?本1杢4ヤ`▼‐事案?1容‐ |

〔原告ら〕    f     f  ti   ■ 1 ‐|!  ‐

ア 県 は,本 件|の違法支出に″より複写機ジ十み会社にネ摯,井 零のな
し、架空

の複写機使用料6億 4433万 6o00円 (平成 7年度分と,レて?億 24

12万 406o円 (4号事件)!平 成 5年度年平成 0年度分|(ただし,平

成7年度分を除く。)と して4億2021万 2009円 (1テ事件))に

|つ
いて,本件複写機り‐ス会社に対しては,不当利得浮導請求権を有レ,

-25-
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| , .  °

違法支出について導法に監督権限を行使しなかった被告井本ヤ子村レては,

1損害賠償請求権を有する。                 ' |

しかるに,被告知事は公金支出に関する最高責任者として権曝があ―るの
! 1    ‐

     |

:に
,_上記不当呑J得遅違請求確ヌび損害ゃ慎幸求権を行使しないから,1客告

神事にキ
ン
る■評請求準?不行使″|「平=?管 畔

を怠る事雫
1‐!1暫芦=脅 if i t t        i                    t

ィ.十■1俸干あや京告多餅宇井李,対すo「言中停芋本や1今年午年!
! ||ャ下ヽ 1夜■知事:あ被告オ容に対する環害時償請求をすギ=義務が―準球す‐

| , ■i                    f       i   :    ― ‐|   | |   ‐

|  |るヽ ?ではなヤヽから,IS‐る事実の確郵?呑J杢がある。
111111■

十‐■

■1務1奇||‐1 11ヽ l illli l !|||■|■
, t  i l  l           l ―

|  ‐
 . | | ■! | ■‐

r

‐■1デ1若封なぃし争う。‐                  ‐

‐■‐
‐才1本1複字幹

‐
ッ■呑会社に対す―ゃ不当利得浮導請本権につぃて,11Ⅲ存字眸i

・.|デ■え会注どあ間で既ヤと預け金の捨豊`され|ぉり|1木圭4‐lll差差幕未搾
・t

i   f   r  '                  1

1111カIⅢ々|||1君?ⅢⅢ姦←・` ‐■■■
|

1                  夕与 |        ‐
‐
 1  1

ウi被告井本に対する損害賠償請求権に?いては,舛～井本ヤ手対!す!る甲停義|

務が否定され■場合はも|より,万が
一被告井本の賠償義務が肯定―さ|れ子

1

■ i場 合にゃ↓ヽても,‐窮ャ子権利自体が代位行使されて
い,ることから,r3号 請求!

|の確認の本J益に欠けるま      |―  |!     |‐ ‐ l   t
‐    |  ‐1  1      1              ‐

 f           F       i  、′
‐
                    |  ―     '     !

第3 当 裁判所の判断 i          ‐         ‐ ‐|  ■

1 1識亭予雫     |     ―   ‐ |‐  i   lr‐tl ■|| .
(甲13?1,、1ものュ～7ナ

i161?0,|
前記争ぶのない事実等並びに証拠

21Ⅲ ! ‐々3,14号事件乙4の1,同 乙25の 3,用乙?9の 1年19,日43ュ ?1
1 ‐      !               ‐       ‐  |

|～うjユ号事件乙ユ0の1,同乙28の 3,同る32の 1～13,同乙99の 1宇|,

乙A3!o'36,■ 4ュすlβ 5'証 人生藤需泰,証八原省吾,証八本原切児,証

人碁永義彦;1註人山田直,被告井本本人)ク及び弁論の全趣旨1とよれば,1以下の

事実が認めら|れる。        |           ‐

(1)被告井本の経歴・!職務内容        |
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''・
。や?.

ア 被告井本 (本=14午 9月ユ7日生)の経歴は,以下のとおりである。
す

171 昭和22年  111 -   杵 島地方事務所農地課! ~

|        |―    農 地4事関係の職務に従事ざ      ′
|  ‐     i司

税務課   !  ■ …|     !例 昭和23年～昭和20午 !「

の 昭和?6年   !   唐 号県弾事務所間騨諜      .|
‐! l   il‐.l illケ売申客つ聯考に年事。||     .|

| | | l  f !      |                、
ヽ

■ い ■昭和?7年～甲!黎―ギ?午 |‐合計課甲辱“ ‐■  ‐ ■ ‐ ■  ■―
1    l                               t

t  ■    i  ■ ‐■十! ! 物品時ネ甲係の聯務に年事。■ tl  l

l‐
―
ω
‐t官和33年,坪神,!4111"工 謀企業係     |■

| ―| |‐ ‐

‐  i lyJl、1中れ占。年11おれ|1牛 | 1商工窃尭祭企業係
″‐||!!! || |||、

十 ばお和ど,牟～宅為‐も-011‐:転義:薬楽栞林手・!■‐|||
(ク)昭和4o年,昭和4ユ午 ・工鉢謀手栄開発係景

‐
■
||   |十

1                      '     、|   | ―  _        ‐                                                                 !     t                i

t ■   ||  1企 業誘勢関係?聯務ヤ手従事古 !、
~|

‐ ・     ・を
lil十年資本|あヽ=易義敦〈コカ f‐i!      'IⅢ   I 具 体的に

| ■‐
手
I ⅢⅢ ⅢI I   ! !  !   !  ‐        1 ‐     |    ‐

  ‐

―   f  ,11 1i ,コ ■ラ社,ブリジストン,クフイ不ベンド   |

|‐等),九)Hヽ=業技行研究所,唐津火力秀再   |
,    !                                   イ               ー

             !          !   ―

!        1  所,伊万早,中合“千夕蓄‐肇守1号
下?各 ‐‐il

i■ . |  |・ ・ 1寧 今拳輩勢?柔俳 啄`
とヒ下す坪地買収等   !

造事 していた古 ■  マ|| | | と     す ― !■ ?米務に?
‐        | |  !       ‐|  1 1     +   | ‐   i  ! ! | ‐

     ‐

のr中41行T昭碑-4'午| =努雫長補佐      |     ■
1

(平)昭 和44年 ;昭和40年   ‐=鉢遅商課課長補佐 十

■!     ‐     1上 記と向様に,課長補佐とレて企業誘致   ‐

1  等 の職務に従事した。  i

例 昭 和46年         秘 書課長

t   知
事の日常義務の補佐を行ってヤ`■。

例 昭和47年 !昭和48年   換 港諜長 ｀
  ‐         ‐
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lXl 昭和49年    |

ltl 昭和 50年

(ノ)昭 和う1年～昭和5

例 昭 和55年 宇昭和 0

| 1唐 津地方の港湾‐(漁港)整備の責任者

i  総 務謀長||            ‐

経済部次長  i

5午 !総務部次子

8年1裕 考青'長‐tl ‐   |  ‐  !'i

r‐各部め総お著、としての聯務に従事Pなお,

上記職務の外こ知事 締佐役    活 勲

!  ‐    ｀   |  |し てャ1手PI!|■11■、‐| ‐      _

l■l 昭和58牟～平成 午々
| ・
甲1知亨 ||||‐|!:!       ず

…開 i平成3‐年～平成15年 1  知事
‐ ■ ‐          !

イ 被 告井本は,昭 和22年 に就職して以来県中具とレて勤務し■平成 o年‐ !          す
るまですヵ事時代を含め,0年1間界に知事に就任し,平成1,年に導年

庁iこ勤務じていたもあである―も   ■
‐
|■ ■
‐
 |    |  ||

もちとも,被告井本は,ェ鉢謀 (=鉱通帝謀)・等公共事業の多い部署の
■              |    |     ‐

役職を途任じそいるもあの,i床務係に配鳥された手とや庶務業務を担当▼

たことはなく,1複写機生角料を合ォ幸用費の管連をしたこ←は
なからたと

ン な|,芋 用雫つ手甲11?い
―Cは,t義串 ミ卓本申1夫謝孝|十つで

が1実

質的!子1ま唇務年(言任てい下輩竹景)が行って
いた。      |

1    1 ‐          t

‐之して|‐早叫記のとゃり1諜号が暑終的な決裁権者で
あり,課長騨を超み

る役賊あ者が通常の業務'こおヤ,〉て需角費?=出 ヤ子申つるこ|十14く ,知
事

たっいても,1同様た,通常の米務↓子おいて宇用.雪の■出1子門つ争子
とは4

かつた。|    '■         11        ■

加えて,知 事は,そ の通常の業務内容からして,庁 内の備品の配備状
況

について十分に認識できるものではなかつたも  ,

(2)いわゅるゼ学精算に?いて :‐

「ゼ占精算」とはぅ予算は,基本的に単年度精算のため,これを使い切れ
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ずた余らせると,次 年度の予算要求の際に厳しく査定されたりするたつ,予

算を使い切ることである。       ′ |       |

'こあょうな 「ゼロ精算」の発答は,平成年年?初っ手々 =下は'国客谷輩

員,地方公務員を含め,公務具全体のいわぼ常識的な考え方であり,それ
ほ

―ぞ矛事感を持つことなく零行されてャた`O         ―   ~“ .                :      |

とりわけ〕補助金事業を含めた公共事業?場合は,予算が今411‐押砕今を

逸差するような事態に基ると,翌年度券降,お助李自体が力第ド|れる|こ|と||

なう,字 算続成に深刻な彦響を及ばすため,表
iり■層,「ゼT‐精算J―々 律広

t    i  t   !       |  ・  ‐
i

する必妻があった。  |   ■      | 千  1‐ 十11‐1‐11 ‐
 !

l tたか
―
ちそ)貞においても1長年,予算を伎い切るヤ1精算が今‐庁1中!こ行
ど
   .                                     | |`  !   レ

われ,Ⅲいiわば庁内のヽ 識と客つ下いたといえる。
■ i‐  ‐ ||‐1‐ ナ

| な込)事業訣!どおいて,複1擁～甲隷や食導費を含背幕戸害||?‐ンヽて,章

業課以外あ音t署よりも使ぶ切れない予算が多く発生する空申は,亭米本
体の

事業費iと対して,需用費を含む 「事孝費1カ 4ヽEl男!の療ぞ■げイギ下予毎4峰
さ

れるあそはなく,類梨白もに 「事業実の●%」 と
いうように形!本白,に金額が決

まるようにされていたからである。

｀そしそ,大きな金額の需用費が余るようになるとす多少の努力をレたとこ

ろで,これを費鴻することぃ軍難となるから,本来は1雫中ィし下
t,4い?峰,

費準し■かのキつに券う必要に|ら4るこ|‐になりみ!本件の存写響年甲
料?

ような形式で水増し支半を生む背景となりやすく,|■ユ,1水増
しま出される

tと,オ内におvてヽ,本来■|じてはrらなも
、金十す4'つ「募李」として管

理せざるを得なくなるのである。            ‐ _|

1県 においても,需用費支出の担当者である庶務係ではない
‐般聯具ですら,

事業家たおいそは,他 あ機関に予算あ 「預わ金」,があると
か'他謀今?予算

の 馳 追iあミぁるといううわ―さを聞いていた。        ‐

(3)本件公金支出について           イ  t

十~29-一



ア 本 件公金支出は, これが発覚した平成 10年 の時点から見て,少 なくと

も10数 年前から慣行的に行われてきたものであつた。

イ 本 件調査報告書の 「部局」の区分けによれば,「総務部」
「企画局」「福

祉保健部 。生活環境部」「商工労働部」「農林部」「水産局」
「土木部」「教

育委員会」「各種委員会等」のすべての部局において,本
,件公金支出は行

われていた。そして,本 件公金支出により生じた水増し分の使途に
ついて

はル「部」「課」を超えた流用も行われていた。

ウ 本 件公金支出額は,前 記争いのない事実等(2)イ記載のとおりであり,平

成ら年度から平成9年度の通算で6億 4433万 6000円 ,単年度では,

もつとも多い平成7年度が2億 2412万 4000円 であつた。

なお,当 時の県の予算の規模は5000億 円くらいであつた。 1

工 本 件公金支出は,各 課の庶務の担当者が,複 写機 リ
ース会社の担当者に

対し,水 増し分を含む請求額を指示して,そ の金額の請求書を出させ,そ

れに応じた支出命令を起案し,所 定の手続を経て支出するという手■で行

われていた。

本件公金支出の目的は,予算のゼロ精算ということにあつた。すなわち,

事務費が余つた場合に,複 写機使用料を調整して (水増しして),複 写機

使用料として使い切つたことにしていたのである。

なお, 本`件複写機使用料に支出に関しては,佐 賀地方検察庁による捜
査

も行われているが,同 捜査も含め,本 体公金支出を指揮した統括部署,統

括者が存在する旨の指摘がされたことはない。

オ 市 民オンブズマンが,複 写機使用料の問題を指摘するようにな
つたのは

平成9年 9月以降のことである (なお,被 告井本は,平 成 10年
3月 4日

に,複 写機使用料の実態調査を指示し,同 調査が行われた。),が ,そ
れ

以前に,複 写機使用料の不正支出に関して,県 の監督部署からの報告
はな

く,ま た,内 部告発や監査請求もなかつたし,マ ス
コミが取り上げたこと

- 3 0 -



もなかつた。また,自 治省から,具 体的に 「複写機使用料」の支出に関し

て通達が出されたことはなかった。

(4)旅 費問題等について

ア 平 成 5年 ころから,各 新聞は,多 くの普通地方公共団体において,架 空

の出張旅費の不正等不適正な公金の支出があるという記事を掲載し,そ れ

は平成8年 12月 中旬ころまでには,宮 城県,北 海道〕秋田県,徳 島県〕

鹿児島県っ愛知県,二 重県,福 岡県)群 馬県,東 京都,新 潟県,岡 山県,

高知県,福 島県,青 森県,山 形県,埼 玉県,長 寿県,石 川県,大 阪府,和

歌山県,静 岡県などに及んでおり,部 局ぐるみで旅費の不正支出が常態化

していたという記事や不正をチェックすべき監査委員が架空の旅費支出等

の不正な公金の支出をしていたという記事も相当数あつた。

イ 北 海道については;平 成 7年 12月 28日 には,不 正をチェックすべき

監査委員事務局においても架空の接待費の支出が行われていたことが報じ

られ,平 成 8年 2月 7日には内部調査の結果,不 正な公金の支出が総額約

19億 0800万 円に上ることが判明したと報じられ,同 月 24日 には北

海道監査委員が 「不正が常態化していた状況に照らせば,知 事と出納帳に

は指揮監督上の過失責任があると考えることができる」と指摘した旨報じ

られた。

ウ ニ 重県については,平 成 8年 5月 19日 ,阪 神淡路大震災のあつた平成

7年 1月 17日 に監査委員が神戸を経由して新幹線で佐賀に出張したこと

などについて架空の旅費支出との疑いがあるとして二重市民ォンブズマン

が知事と監査委員に近く公開質問状を提出することに対して,監 査委員事

務局長が 「単なる記載ミス」にすぎないと発言したことが報じられ,平 成

8年 5月 30日 には,出 張先の佐賀県に対する調査で架空の旅費支出であ

ることが濃厚になつたとの指摘に対しても,監 査委員事務局長が不正がな

いもの と信 じている旨発言 したことが報 じられたが,同 年 9月 には,二 重
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県知事が命じた全庁的な調査の結果,二 重県職員の旅費の不正支出等によ

り捻出された裏金の総額が約 11億 6600万 円に上り,二 重県知事が,

裏金作りが全庁的に組織ぐるみで行われていた事実を認めたことが報じら

れた。

工 群 馬県については,平 成8年 11月 12日 )同 年7月に全国市民オンブ

ズマン連絡会議から全庁的な調査な調査を行うよう申入れがあったのを機

に,関係係長らで構成する専門の検討委員会を設置し,平 成6年度に執行

された約60万 件,総 額約32億 円の旅費について旅行命令と復命書,会

議資料党を照合して調査したところ, 3億 も700万 円の旅費の不正支出

が半滅 した旨報 じられた。

オ 内 閣総理大臣の諮問機関である地方制度調査会の専門小委員会は,平 成

8年 4月 16日 十地方自治体への 「外部監査制度」の導入などの提言を盛

り込んだ報告書を同調査会総会に提出し,そ の報告書は,架 空の出張旅費

の支出等自治体の公費の不正支出への批判を背景に,「身内に廿い」 と指

摘される現行監査制度の改善と外部監査の導入で行政チェック機能の強化

を求めてお り)そ のことは,同 月 17日 に新聞で報 じられた。

力 市 民オンブズマン全国連絡会議は,平 成 8年 7月 27日 ,全 国 37都 道

府県の監査委員や監査委員事務局職員 らによる平成 6年 の管外出張を総点

検したところ)27都 道府県において,架空の出張旅費?支出や旅費を水

増 しして請求 したケ
ースが 318件 あつた旨公表 した。

キ 自 治事務次官から各都道府県知事及び各政令指定都市市長に対 し, 平`成

8年 12月 19日 付けで,「最近,地 方公共団体の
一部において,旅 費,

食糧費等の不適正な執行が問題とならていることについては,国 民の間に

地方公務員への不信感を惹起させ,ひ いては行政に対する信頼を損ないか

ねないものであるので,各 地方公共団体においては,公 務員倫理の確立と

厳正なる予算の執行を図られるよう特に留意されたい」と記載 された事務
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次官通知が発せられた。                   ,

(5)食 糧費問題等について

ア 宮 城県の市民オンブズマンの情報公開請求に端を発した食糧費問題(「官

官接待」問題)に ういては,平 成 7年 4月 に,1全国の市民オンブズマンが

全国一斉に情報公開請求を行い)同 年 7月 に,そ の集計結果が発表され,

この問題が全国的に問題化されようになった占

そして,同 年8月 15日 には,自 治省が,都 道府県知事に対し,上 記の

官官接待問題に関して,「自治体の行政運営と予算執行の適正化」を求め

る旨の自治事務次官名の通達を出した。              '

なお,同年 12月 16日 には,会計検査院が,秋 田県,茨城県,大 阪府,

島根県,沖縄県の食糧費支出を検査したところ)「農水」,「建設」,「運輸」

の3省 の補助金を使った食糧費約 7億 1300万 円のうち, 4億 6100

万円は接待相手や使途がはっきりしないとの指摘をした旨の記事が掲載さ

れた。

イ 県 は,平 成 7年 8月 17日 ,上 記自治事務次官通達の趣旨徹底を指示し

た。

また,県 は,同 年 10月 30日 ,総 務部長を委員長とする 「食糧費節減

対策委員会」を設置したほか,食 糧費等に関して,別 紙 「食糧費等適正執

行に関する対策」記載の対策を行つた。

もつとも,食 糧費の全庁的な実態調査は行われなかった。

ウ ま た,上 記の全国一斉の情報公開請求は県においても行われたが,そ の

請求及びその後の経緯は,以 下のとおりである。

例 平 成 7年 4月 25日    東 京事務所 ・秘書課 ・財産課分開示請求

側 平 成 8年 10月 15日   監 理課分開示請求

働 平 成 7年 5月 24日    東 京事務所 。秘書課 。財産課分部分開示決

定
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l_‐l 平成 8年 11月 13日   監 理課分部分開示決定

l■l 平成 9年 3月 9日    地 方裁判所提訴

傍)平 成 10年 3月
'27日  地 方裁判所判決

側 平 成 10年 4月 9日   高 等裁判所への控訴

(ク)平 成 11年 6月 4日   高 等裁判所判決

lpl 平成 11年 6月 18日   最 高裁判所への上告

停)平 成 16年 4月 8日   最 高裁判所判決

なお,上 記の経緯の中で作成された 「食糧費関係公文書 (東京事務所,

秘書課,財政課分)を開示することの問題点について」で始まる書面には,

要旨,次 のような記載がある。

すなわち,「実態と異なる,事 実どおりでない支出」「職員間の飲食費

用等」の各件数を挙げた上で,開 示することにより, このような実態が公

となる可能性があるとし,実 態にっいての具体例も拳げられている。そし

て上記に続けて,こ れらの事実の
一部が公となった場合に,県 民やマスコ

ミ等からの県へ批判とともに,全 庁的に事実究明のための調査等の実施を

求められる可能性が高く,こ の調査の結果,全 庁的に適正でないものの存

在が明らかとなり,職 員による金銭の返還,関 係者処分ということになる

おそれがあると指摘し,全 面開示した宮城県で生じた問題点も考慮の上,

「従つて,当 初以上の開示は困難であり,い ずれにしても,全 面開示する

以外は,オ ンブズマンからの訴訟提起は避けられないことから,今 回は,

異議申し立てを棄却し,訴訟の場において県の立場を主張していきたい。」

「なお,過 去のものについては開示できないが,将 来に向けては条4711等を

改正することにより,情 報公開への要請に応えていくこととしたい。」と

結ばれている。

なお,上 記異議申立ての棄却がされたのは平成 9年 2月 20日 のことで

ある。
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県の食糧費等の問題については,結 局,平 成 16年 6月 10日 に設置さ

れた食糧費等調査委員会の調査により,食 糧費について支出負担行為と実

態が異なるなど不適正)不 適切な事務処理が数多く行われていたことが判

明している。

なお,上 記委員会作成の報告書には,食 糧費の実態の個別の状況の調査

結果の 1つ として;「【預け】単年度予算主義であるため,国 等からの補

助金はもとより,当 該年度の予算は年度内に使い切ることが慣例化してい

た。このため,架 空の支出負担行為に基づきいわゆる店舗等への 「預け」

(予算を使い切るため,将 来の利用を見越して先に支払うこと。)カミ行わ

れていた。」と記載されている。また,上 記調査では消耗品費の調査も行

われているが,そ の調査結果として,年 度末に予算消化及び事業費精算の

ための大量購入が行われていた旨記載されている。そして,同 報告書は,

原因 ・背景の1つ として,予 算を年度内に使い切るということがあつたと

ヽ 分析している。

(6)本 件公金支出の発覚後の事情

ア 被 告井本は,記 者会見において,本 件公金支出問題に関して,「(予算

を)持 ったところが,持 たないところにいくらか回しているというのは県

が再建団体だつたころだつてあつたのではないか」との認識を示していた

(なお,県 が再建団体だったのは昭和 30年 から昭和 38年 までのことで

ある。)。

イ ま た,当 時の総務部長が,本 件公金支出問題に関して,「県の財政規模

がぜい弱なため,公共事業をする部署が事務費予算の少ない部署を補って,

一般財源の持ち出しを抑えたかつた」旨の話をしたと新聞記事に記載され

ている。

ウ 県 は,本 件公金支出問題に関して,県 知事である被告井本の減給,三 役

らの給料の一部返上,幹 部職員に対する文書訓1告の各処分を行つたが,本
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件公金支出に関与した職員に対する処分等は行つていない。

工 本 件については,市 民オンブズマンの刑事告発を受け,佐 賀地方検察庁

が捜査したが,被 告井本については嫌疑なしとして不起訴処分に)ま た,

関与したとされる県職員についても不起訴処分 (起訴猶予)と なつた。

2 本 件公金支出の違法性 (争点(1》について

(1)地 方公共団体の財務会計の処理は,法 ,地 方財政法,地 方自治体の財務に

関する条例)規 則等に従って適正に処理されなければならない。法は, 29

2条以下に支出に関する定めを設け,地 方公共団体の財政の運営に関する基

本原則を定めた地方財政法は,予 算の執行について,そ の目的を達成するた

めの必要かつ最小の限度を超えて支出してはならないと定め (同法4条 ),

県も佐賀県財務規則により,支出に関する細貝」を定めている(4号事件乙5,

1号事件乙5)。 このように関連法令によつて,地 方公共団体の支出負担行

為,これに続く支出命令,支出行為は,予算の範囲内において,正確,厳 正)

公正に処理されることが求められているのであって,真 実に合致した会計処

理をすべきことがその前提とされているといえる。

したがって,上 記のような会計の基本原則に反し,虚 偽架空の事実に基づ

いて会計処理が行われ,公 金が支出された場合,か かる公金の支出手続は,

それだけで当然に違法であり)か かる違法な公金支出がされた場合には,上

記公金支出にかかる金員に相当する損害が,公 金支出をした地方公共団体に

直ちに生じたものといわなければならない。

(2)こ れを本件についてみると,本 件公金支出は,前 記争いのない事実等(2)イ

記載のとおり,水 増しされたもの,す なわち,複 写機リース契約上県が支払

義務を負わないにもかかわらず,複写機使用料名下に支出されたものであり)

虚偽架空の事実に基づく会計処理であることは明らかである。

したがつて,本 件公金支出は違法である。

3 被 告井本の責任 (争点(2》について
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(1)前 記争いのない事実等(4)記載のとおり,佐 賀県財務規則 (平成 8年 規則第

18条 )(4号 事件乙5, 1号 事件乙5)は ,需 用費 (複写機使用料もこれ

に含まれる。)の うち食糧費以外の費用の支出負担行為及びこれに伴う支出

命令,物 品の取得及び処分並びにこれらに伴う出納通知は本庁等の各課の長

等に委任する旨規定している (同規則 3条 ,同 別表第 1)。なお,食 糧費に

ついては, 30万 円以上は部長に, 30万 円未満は他の需用費と同様本庁等

の各課の長等に委任されていた。

したがって,本 件の違法な複写機使用料の支出 (本件公金支出)は ,課 長

等に委任されていたことになる。

(2)と ころで,財 務会計上の行為を行う権限を委任した場合において,受 任者

が財務会計上の違法行為を行つたときは,長 は,受 任者が財務会計上の違法

行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故 意又は過失によ

り受任者が財務会計上の違法行為をすることを阻止しなかったときに限り,

自らも財務会計上の違法行為を行つたものとして〕普通地方公共団体に対し,

上記違法行為により当該普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負

うものと解するのが相当である (最高裁判所平成 5年 2月 16日 第二小法廷

判決 ・民集47巻 3号 16871頁 参照,な お専決処理の場合につき,最 高裁

判所平成 3年 12月 20日 第二小法廷判決
。民集 45巻 9号 1455頁 参

照)。

(3)そ こで,当 時の県知事であつた被告井本が)故 意又は過失により,受 任者

である上記課長等の違法な複写機使用料の支出 (本件公金支出)を 阻止す
べ

き指揮監督上の義務に違反していたといえるかについて検討する。

ア 平 成 8年度より前につVYて

例 前 記認定のとおり,被 告井本は,平 成 3年 に県知事に就任するまでも

一員して県職員として経歴を有するものであり, しかも,本 件で問題と

なる事業費を多く扱う部署の役職を歴任しているが,被告井本本人が本
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件公金支出 (預け金)の 存在について知らなかつたと供述しているとこ

ろ,被 告井本は,複 写機使用料を含む需用費の支出を担当する庶務係に

配属されたことや庶務業務を担当したことはなく, もちろん需用費の管

理をしたこともない。また,被 告井本は,需 用費の決裁を行う課長,課

長補佐も務めているが,被 告井本が課長,課 長補佐の職を務めていた時

期からすると,そ もそも本件のような形式の複写機使用料の支出 (預け

金)が 行われていたとは考え難い (本件公金支出は平成 10年 時点から

みて 10数 年前から慣行的に行われていたものであるのに対し,被 告井

本が最後に課長職にあつたのは昭和 49年 である。)。そして,課 長職

を超える役職の者が,通 常の業務において需用費の支出に関わることは

なかったのであるから,被 告井本が次長,部 長の職に就いた後に,本 件

公金支出 (預け金)の 存在を知っだとも考え難い。

岡 そ して,本件公金支出は)前記認定のとおり,全部局で行われ,ま た,

「部」「課」を超えた流用も行われてお り,全 庁的であると評価できる

が,こ のような支出や預け金の統括部署)統 括者の存在はうかがわれな

い。むしろ,本 件公金支出の目的が予算のゼ占精算にあることからすれ

ば,需 用費を実際に扱 う庶務係
｀
(担当者)の 考え出した手法が引き継が

れたものであると考える方が自然である。

この点,県 と本件複写機 リ
ース会社の間で, このような 「預け金」カミ

始まった経緯が明らかではなく,庶 務係の担当者限りで始めたとい うの

も
一
見不自然な感はあるが,食 糧費等について調査 した食糧費等調査結

果報告書 (甲20)を 見ても,チ ェック体制の甘さの指摘はあるものの,

組織的に行われていたとの指摘はなく,食 糧費,消 耗品費の不適切な支

出については,担当者 レベルで行われていたとみられることからすると,

同じ需用費である複写機使用料だけ別であったと考える方がむ しろ不 自

然であるとい うべきである。
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働 以 上によれば,被 告井本の経歴や本件公金支出が全庁的に行われてい

たということのみから直ちに,同 被告が本件公金支出 (預け金)の 存在

を知つていたとか,一 般的抽象的にではなく,具 体的に知り得たという

ことはできず,被 告井本が,後 記の食糧費問題が浮上する前から,本 件

公金支出 (預け金)の 存在を知つていたとは認めることはできない。

倒 な お,本 件公金支出発覚後の事情のうち)記 者会見において被告井本

が示した認識については,そ の示した認識自体必ずしも本件公金支出に

直結するものとはいえず,ま た,被 告井本本人も,か かる認識は財政再

建団体当時の経験から考えたものである旨供述しているところであり,

被告井本が本件公金支出 (預け金)の存在を認識していたことを的確に

示すものではない。     1

また,当 時の総務部長の新聞記事記載の話については,こ れが直ちに

知事の認識を示すものではないし,そ もそも正確に要約 されているか検

証できない新聞記事記載のコメン トのみをもつて,知 事を含む県の幹部

職員が本件公金支出 (預け金)を 容認 していたと推認することには無理

がある。

'そ
して,県 は,本 件に関して,前 記認定のとお り,担 当者の処分を行

わず)知 事の減給を含む三役や幹部職員に対する処分を行つているが,

これは,知 事らが政治的責任を果たせば足 り,個 々の職員に対する責任

まで追及する必要はないと判断した結果であるとも説明できるものであ

り,このような処分がされたからといつて,被告井本が本件公金支出 (預

け金)を 容認 していたとしかいえないとい うものではない。

イ 平 成 8年 度以後について

例 被 告井本が知事に就任 した後についても,知 事の通常の業務にお
いて

需用費の支出に関わることはないのであるから,知 事になったからと
い

って,直 ちに本件公金支出 (預け金)の 存在を具体的に認識 し得たと
い
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うのは困難である。

例 そ して,平 成 9年 9月 に市民オンブズマンが複写機使用料に関する指

摘を始める以前においては,複 写機使用料の不正支出に関して,県 の監 !

督部署を始め,内 部告発や監査請求もなく,マ スコミが取り上げたこと

もなかったし,ま た,食 糧費や旅費とは異なり, 自治省から,具 体的に

「複写機使用料」の支出に関して通達が出されたこともなかつたもので

あり,直 接的には複写機使用料の不正支出を疑うべき事情はなかったと

いえる。

例 し かしながら,前 記認定のとおり,平 成 5年 ころから)各 新聞は,多

くの普通地方公共団体において,架 空の出張旅費の不正等不適正な公金

の支出があるという記事を掲載しており,こ れは平成8年 12月 中旬こ

ろまでには, 22都 道府県に及んでいたこと,食 糧費については,平 成

7年から全国的な問題となり,同 年 8月 15日 自治事務次官通知も出さ

れ,平 成 8年 12月 19日 には,旅 費)食 糧費等の不適正な執行が問題

となうているとして,再 び自治事務次官通知が発せられている。

これらを受けて,食 糧費については,県 においても,平 成 7年 9月 に

「食糧費の適正な執行について」と題する総務部長通知が出されたほか,

同年 10月 に 「食糧費節減対策委員会」カミ設置されるなどの数々の対策

がとられており,食 糧費の使途が問題となっていたことは,被 告井本も

認識していたものである。

そして,前 記認定のとおり,県 においても食糧費の不適正な支出が多

数行われていたのであり,そ の内容としては)官 官接待に関係する不適

正な支出のみならず,本件公金支出と同じ「ゼロ精算」を目的とする 「預

け」も含まれていたものである。

そもそも,旅 費や食糧費の不正支出あるいは不適正な支出自体,「ゼ

ロ精算Jの 発想と無縁ではあり得ないことは,公 務員であれば, 自明の

- 4 0 -



ことであり,当 然,被 告井本のようにたたき上げの自治体職員も熟知し

ていたものと推認できる。すなわち,申治体職員は,予算の 「ゼロ精算」

をするために,本 来必要な額以上に費消しようとしたり,実 際には,出

張していないのに,出張したかのように装って予算を消化するのである。

そうすると)旅 費な十り,食 糧費の不正を真lllに是正しようとするなら

ば,そ の一因である 「ゼロ精算」をどのように是正するのかという問題

を避けては通れないのであり;ま た全庁的に 「ゼロ精算」カミされている

以上,旅 費や食糧費のほかには)「ゼロ精算」をするために,架 空の支

出がされているものがないかどうか調査する必要があるとの考えに至る

のもごく自然の成り行きである (現に,前 記認定のとおり, うわさの程

度ではあるものの,需 用費の支出担当者である庶務係長ではない一般の

県職員でも 「預け金」の存在を知っていたのであり,被 告井本も当然知

ちていたと推認できるのであるから)な おさらである。)。

被告らは,個別に複写機使用料の不正についての指摘がされなければ,

被告井本の認識は困難であったかのような主張をしているが,地 方公共

団体の長の担任事務には,「予算を調製し,及 びこれを執行すること」

が含まれており (法149条 2号 ),当 然これは予算の 「適正な」執行

を指すものであるから,県 においても,「ゼロ精算」カミされていること

を熟知していたと推認できる被告井本としては,旅 費や食糧費の不適正

な支出が指摘された時点で,「ゼロ精算」目的の不正支出が食糧費以外

の他の需用費についても行われていることについて具体的に予見可能で

あったというべきであり,他 の需用費についても,「ゼロ精算」という

親点からの不正支出がないかどうかについて当然に調査すべき義務があ

つたものというべきであって,被 告井本が調査を指示すれば,本 件のよ

うな大規模な不正は容易に判明したものといわなければならない。そも

そも,本 件のように全庁的に慣行として行われている不正こそは,最 高
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責任者である知事自身が積極的に是正の指示を出さなければ是正される

ことはないのであるから,こ のような職務も知事のきわつて重要な職務

なのであつて,被 告ら主張のような前提に立てば,本 件公金支出のよう

な不正は,市 民オンブズマン等外部からの指摘がされない以上,是 正の

余地はないことになり,き わめて不合理な結果となる。

l‐l そして,「食糧費関係公文書 (東京事務所,秘 書課)財 政課分)を 開

示することの問題点について」の記載 (甲21)か らすると
',遅くとも

情報公開請求に関する異議申立てが棄却された平成 9年 2月 20日 ころ

までには,食 糧費の不適正な支出の
一部が判明していたと認められるこ

とから,被 告井本においても,遅 くとも平成 9年 2月 20日 ころまでに

は,食 糧費の不適正な支出について認識することができたというべきで

ある。

なお〕被告井本本人は,食 糧費の不適正な支出があつたことについて

当時知らなかつた旨供述しているが,食糧費等調査結果報告書 (甲29)

が指摘する社会状況からすれば)む しろ知事の方から積極的に報告を求

めるなどすべきであつたというべきであり,上 記供述を前提にしても,

上記判断は左右されない。

例 以 上によれば,被告井本には,遅くとも平成 9年 2月 20日 ころには,

食糧費の不適正な支出の実態に対する認識を契機として,需 用費支出権

限の受任者が「ゼロ精算」目的の不正支出を食糧費以外の他の需用費(「ゼ

ロ精算」の観点からすると)需 用費には複写機使用料も当然含まれるこ

とになるというべきである。)に ついて行つていることについて具体的

な予見可能性があり,そ のころには,上 記受任者に対する指揮監督上の

義務として,食 糧費以外の他の需用費 (複写機使用料を含む。)に つい

て,「ゼロ精算」という観点からの不正支出がないかどうかについて調

査すべき義務があったと認めるのが相当である。
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そして,上 記の平成9年 2月 20日 ころまでに,複 写機使用料を含む

食糧費以外の他の需用費について)「ゼロ精算」という観点からの不正

支出がないかどうかについて調査を命じていれば,同 日以降に支出され

た平成 8年度分の本件公金支出について阻止することかできたと認める

のが相当である。

それにもかかわらず,被 告井本は,平 成 9年 9月以降市民オンブズマ

ンから複写機使用料に関する指摘を受けて,平 成 10年 3月 4日 に複写

機使用料の実態調査を指示したにすぎず,平 成 9年 2月 20日 から平成

10年 3月 4日 までの間は,上 記の 「ゼロ精算」という観点から需用費

について不正支出がないかどうかについて調査を命じることはなかつた

のであるから,被 告井本は,受 任者が財務会計上の違法行為をすること

を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,過 失に
｀
より受任者の財務会計

上の違法行為を阻止することなく,自 ら財務会計上の違法行為を行つた

ものと評価できるというべきであり,県 に対して損害賠償責任を負うこ

とになるというべきである (そもそも,前 記最高裁判所判4711の注意義務

違反の判断基準によつても,受 任者が当該会計上の非違行為を行うこと

を阻止じ得なかったことにつき長に軽過失があるときにも,長 は損害賠

償責任を負うものである。)。

(4)ま とめ

以上の次第で,被 告井本は,平 成 9年 2月 20日 から平成 10年 3月 4日

までの間について,過 失により;受 任者である課長等の違法な複写機使用料

の支出 (本件公金支出)を 阻止すべき指揮監督上の義務に違反したといえ,

その限度で,被 告井本は,県 に対して不法行為による損害賠償責任を負うこ″

とになる。

4 県 の損害 (争点(3》について

前記のとおり)虚 偽架空の複写機使用料が支出された時点で,違 法行為は完
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結しているところ)上 記違法行為による県の損害額は,県 の平成 5年度～平成

9年度の本件公金支出の合計6億 4433万 6000円 になるが,こ のうち,

被告井本の不法行為と相当因果関係の認められる損害額は,平 成 8年度の本件

公金支出の額 1億 1069万 1000円 のうち,平 成 9年 2月 20日 以降に支

出された額となるところ,具 体的にいくらを損害額として扱うかは困難な問題

であるが,証 拠 (乙Cl)に よれば,平 成 8年度の複写機使用料 (本件公金支

出に当たるもの,当 たらないものの双方を含む。)は ,平 成 9年 2月 20日 以

前に約 26%,同 月21日 以降に約 74%支 出されていると認められること,

そして,本 件公金支出は年度末に支払われる傾向にあると考えられること (な

お,年 度末は出納整理期間 (法235条 の5)を 考慮すれば,翌 年の5月 末,

すなわち,平 成 9年 5月末となる。)を 考慮し,民 訴法248条 の趣旨を類推

して,平 成 8年度の本件公金支出の額の8割が平成 9年 2月 20日 以降に支出

されたと認めるのが相当と認める。         ‐

したがつて)平 成 8年度の本件公金支出の額 1億 1069万 1000円 の8

割にあたる8855万 2800円 が被告井本の不法行為と相当因果関係の認め

られる損害額となる。

5 損 害の填補ないし損益相殺 (争点(4》について

(1)と ころで,法 242条 の2第1項 4号 に基づく住民訴訟において住民が代

位行使する損害賠償請求権は,民 法その他の私法上の損害賠償請求権と異な

るところはないというべきであるから,損 害の有無,そ の額については,損

益相殺が問題になる場合はこれを行つた上で確定すべきものであり,財 務会

計上の行為により普通地方公共団体に損害が生じたとしても,他 方,上 記行

為の結果,そ の地方公共団体が利益を得)あ るいは支出を免れることによつ

て利得をしている場合,損 益相殺の可否については,両 者の間に相当因果聞

係があると認められる限りは,こ れを行うことができるものと解される (最

高裁判所平成 6年 12月 20日 第二小法廷判決 ・民集48巻 8号 1676頁
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参照)。

そ して,被 告 らは,① 発覚後の本件複写機 リース会社からの返還額,② 虚

偽架空の複写機使用料として支出された金員によって購入されたコピー用紙

や事務用品等の代金額について,上 記の意味での損益相殺がされるべきであ

ると主張しているが,本 件公金支出は,虚 偽架空の複写機使用料 として支出

されたものであり,こ れ自体には何 らの対価もない上)本 件公金支出と上記

①② との間には,直 接の因果関係はなく,相 当因果関係 も認めることはでき

ないから,上 記の意味での損益相殺を認める余地はない。

(2)し か しながら,発覚後に本件複写機 リース会社が返還 した金員については,

まさに損害の填補に当たるというべきであるし,虚 偽架空の複写機使用料 と

して支出された金員によって購入されたコピー用紙や事務用品についても;

これが真に県にとって有用かつ必要なものであれば,損 害の代物弁済による

填補 と同視できるとい うべきである。

(3)前 記争いのない事実等及び証拠 (4号 事件乙 4の 2, 1号 事件乙 10の 3,

同乙 12の 1・2,乙 A37)乙 C17)及 び弁論の全趣旨によれば,以 下の

事実が認められる。

ア 平 成 5年 度から平成 9年 度までの本件公金支出 (水増 し分)の 合計額は

6億 4433万 6000円 となり,こ れを単年度ごとにみると,平 成 5年

度が 1億 3786万 2000円 ,平成 6年 度が 1億 7234万 9000円 ,

平成 7年 度が 2億 2412万 4090円 ,平 成 8年 度が 1億 1069万 1

000円 ,平 成 9年 度が 0円 (-69万 円)と なる。

なお,「預け金」の平成 9年 度末の残高は 3億 1o70万 1000円 で

あり,ま た,平 成 4年 度末の残高は,2億 7533万 2000円 であつた。

イ例 平 成 10年 8月 20日 ,県 は,富 士ゼ ロックスとの間で,平 成 10年

5月 末現在 (平成 9年 度末)に おいて,県 が富士ゼロックスに対 して支

出した複写機使用料の残金 (預け金)カミ2億 1310万 6024円 であ
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ることを確認し,同 月 25日 ,富 士ゼロックスは県に対し同金額を支払

った。                             ,

1/r)平成 10年 8月 20日 )県 は,佐 賀リコ
ーとの間で,平 成 10年 5月

末現在 (平成 9年度末)に おいて,県 が佐賀リコ
ーに対して支出した複

写機使用料の残金 (預け金)が 1億 0359万 5726円 であることを

確認しす同月31日 ,佐 賀リコーは県に対し同金額を支払つた。

働 な お;上 記支払額の合計額は3億 1670万 1750円 となり,上 記

の平成 9年度末の 「預け金」の残高3億 1670万 1000円 と符合す

る (本件調査報告書は,千 円単位で記載されており,端 数には差異が生

じることになる。)。

ウ 県 は,平 成 11年 3・月31日 までに,本 件公金支出に関係する補助金等

を返還した。内訳は以下のとおりである。

例 国 に対して2億 6038万 8906円 (うち加算金6394万 182

3円 )(な お,予 算額は2億 6097万 6000円 であつた。)

仔)市 町村に対して0,94万 3778円 (うち加算金 138万 9400円 )

(功 団 体に対して391万 7081円 (うち加算金87万 4300円 )(な

お,竹陽 の合計の予算額は1086万 9000円 であつた。)

(4)そ こで,前 記認定事実に基づいて,被 告ら主張の損害の填補が認められる

か否かについて検討する。

ア ま ず)前 記認定のとおり,本 件複写機リ
エス会社から,「預け金」の残

高と符合する3億 1670万 1000円 (正確には, 3億 1670万 17

50円 であるが,本 訴請求は,本 件調査報告書の数字をもとに行われてい

るため,本件調査報告書の記載によることとする。)が 返還されているが,

これは,前 記のとおり,本 件公金支出により生じた損害に対する損害の填

補というべきであるから,上 記 3億 1670万 1000円 については損害

額から控除すべきものといえる。
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この点;原 告らは,前 記認定のとおり,県 が国等に対して加算金を含め

て補助金を返還していることとの関係で,そ の返還額 (特に加算金)に つ

いて,損 害の填補とならない旨主張している。

しかしながら)補 助金や加算金の返還相当額については,前 記で認定し

た損害とは別個の損害であり,本 訴において,原 告らがこれを明示的に請

求していない以上,県 が一旦,損 害の填補として受領した金員をその後)

原告らが請求していない別個の損害の填補に充当したからといつて,従 前

の本件複写機リーネ会社からの返還額が損害の填補としての性質を失うも

|のでないことは明らかであるから,原 告らの上記主張は採用できない。

もつとも,そ の充当に当たつては,法 定充当の趣旨からしても)古 い年

度から充当していくのが相当であると解されるところ,平 成 5年 度から平

成 7年度までの本件公金支出額 (水増し分)の 合計額は5億 3433万 5

000円 となり,上 記 3億 1670万 1000円 を控除してもぅなお残額

が残り,被 告井本に責任がある平成8年度分の損害についてまで充当され

るものではない。

そうすると,結 局のところ)補 助金の返還分が損害の填補となるかとい

う問題はi本 訴の損害額を算定する
1に当たっては)結 論に影響しないこと

になるというボきである。

イ 被 告らは,複 写機 リース会社からの返還額を除く3億 2763万 500

0円 (平成 8年度分も含まれることになる。)に ついては,県 職員が私的

に流用したわけではなく,複 写機使用料,備 品購入費用等県の事務を処理

するための必要な経費として支払われた旨主張する。

しかしながら,被 告らがこれを裏付けるために提出した資料は,本 件調

査報告書の原資料の一部のみであつて (乙Bl)乙 Cl),上 記残額の使

途がすべて書証によつて裏付けられているわけではない。

確かに,本 件調査報告書には私的流用はなかった旨記載され, 提`出され
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た一部の資料を見ても,私 的流用の事実をうかがわせるものはないが,裏

付証拠が全て保存されているわけではない以上,本 件のような全庁的な不

正に関する自己調査の報告書の結論部分のみを全面的に信用することは困

難である (被告 らは,本 件複写機 リース会社においては,コ ンピュ
ーター

システムで管理されていたから,恣 意が入る余地はなく,上 記残額の使途

が裏付けられているとも主張しているが,入 力作業は人間が行 う以上,コ

ンピューターシステムで管理されていたか らといって,T切 不正がされる

余地はないなどということはできない。)。

また,本 件公金支出は,そ もそも事務用品を購入するために支出したも

のではなく,単 に 「ゼロ精算」を行うために,虚 偽架空の支出を行つたも

のであり,支 出の時点で,既 に県庁内には存在しない金員として扱われて

いるのである。そのため,次 年度以降の予算編成において,本 件公金支出

による支出額は全く考慮されていないし,当 該金員で事務用品を購入する

場合も,ほ とんど当該金員を管理している庶務係長の独断で行われている

し,他 の部課に融通する場合も,庶 務係長の個人的なつながりのみで行わ

れ,購 入された事務用品についても,正 規の予算で購入された場合と異な

り,正 規の備品として管理されていないしすこれらの金員を全く使わずに

置くと,毎 年増加の一途を辿るものであるから)毎 年一定額は使わざるを

得ないことになるのである (証人木原初児,証 人岩永義彦)。したがつて,

被告ら主張のとおり)事 務用品が購入されていたとしても,本 来購入する

必要のない物を購入しているケース,す なわち)無 駄遣いといえるケース

が多々含まれている可能性を否定できないものである。

以上からすれば,被 告ら主張のとおり,私 的流用が全くなく,全 て事務

用品の購入に充てられていたとしても,そ の全てが損害の填補の性質を有

するとまでは季」底認めることはできない。

そうすると,そ のうちのいくらを損害の填補として扱うかは困難な問題
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であるが,民訴法 248条 の趣旨を類推 して,上記の諸事情を考慮すると,

被告 ら主張の額の 5害1につき損害の填補が されたとするのが相当と認め

る。

ウ こ れを本件についてみると,被 告井本は,平 成 8年 度分である 1億 10

69万 1000円 の うち, 8855万 2800円 について責任が認められ

るところ (平成 9年 度は水増 し分はなぃ。),上 記のとお り, 5割 が損害

額 となるから,損 害は 4427万 6400円 となる。

工 以 上より,原 告 らの,法 242条 の2第 1項 4号 に基づく,県 に代位 し

ての,被 告井本に対する損害賠償請求は,損 害金 4427万 6400円 及

びこれに対する訴状送達の日の翌 日である平成 11年 1月 28日 か ら支払

済みまで民法所定の年 5分 の割合による遅延損害金を支払を求める限度で

理由があり,そ の余は理由がない。

なお)原 告らは,損 害の填補については,不 法行為による遅延損害金か

ら充当されるべきである旨主張しているが,遅 延損害金の具体的な発生時

等について主張立証を行つていない以上,主 張自体失当とい うほかない。、

被告知事の財産管理を怠る事実の有無 (争点(5》 について

(1)複 写機 リ
ース会社に対する不当利得返還請求権について

本件公金支出のうち,発 覚後)本 件複写機 リ
ース会社から返還 された金員

が損害の填補になることは前記認定のとお りである。

そ して,|それ以前に支出された金員については,被 告 らは)全 て事務用品

の購入代金に充てられた旨主張しているところ)原 告 らにおいて, これを覆

すに足 りる立証がされているとはいえないから,そ れ以前に支出された金員

についても県が本件複写機 り‐ス会社に対 して不当利得返還請求権を有して

いるとまで認めることはできない (不当利得が存する旨の主張立証責任は原

告 らが負担 しているものである。)。

そ うすると,県 の各複写機 リース会社に対する不当利得返還請求権は存在
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せず)被 告知事が各複写機リース会社に対して不当和1得返還請求権を行使し

ないことは違法ではないから,複 写機リ
ース会社に対する不当利得返還請求

権に関する原告らの3号請求は理由がない。              、

なお,あ る請求をしないことが怠る事実として問題とされている場合に,

そのような請求権が発生しているか否かという点は,確 認の利益の問題では

なく,本 案の問題である。                       ・

(2)被告井本に対する損害賠償請求権について

上記のとおり,県 は,被 告井本に対し,不 法行為による損害賠償請求権に

基づき, 4427万 6400円 及びこれに対する平成 11年 1月 28日 から

支払済みまで年 5分の割合による遅延損害金の損害賠償請求権を有するとこ

ろ,被 告知事はこれを行使しないのであるから,被 告井本に対する損害賠償

請求権に関する原告らの3号請求は,上 記の損害賠償請求権を行使しない限

度で理由があり,そ の余は理由がない。

なお, 4号請求がその代位請求の対象となつている当該請求権の行使を怠

る事実の違法確認を求める3号請求に係る訴えに併合提起されていることに

より)当 該も号請求に係る訴えが不適法な訴えになるとは解されない (最高

裁判所平成 13年 12月 13日 第
一小法廷半1決・民集 55巻 7号 1500頁

参照)か ら,被 告井本に対する損害賠償請求権に関する原告らの3号請求が

不適法となるものではない。           (

結論

以上によれば, 4号事件の原告らの請求は,い ずれも理由がなく, 1号事件

の原告ら請求のうち,法 242条 の2第1項 4号 に基づき,県 に代位して,被

告井本に対する損害賠償請求権として,損 害金4427万 6400円 及びこれ

に対する訴状送達の日の翌日である平成 11年 1月 28日 から支払済みまで民

法所定の年 5分の割合による遅延損害金を支払を求め,法 242条 の2第 1項

3号に基づき,被 告知事に対し,上 記被告井本に対する損害賠償請求権の行使
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、              と 4

,'

ギ
tl i、. , 4‐夕/                   i

を怠っている事実の違法確認を求める各限度で理由があるが,そ
の余の請求は

理由がない。

ょって,主 文のとおり判決する。

佐賀地方裁判所民事部

裁判長裁判官    神    山    隆    一

裁判官    三    宅    知  二  郎

裁判官    鳥    田    真    人
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(別紙)              1

当   理 事  ｀莞計   目   :tli:,:i:i「ミt〔::

〔差戻前の平成10年 9第 4号事件の原告ら〕

なお,上記事件の原告らは,すべて差戻前の平成11年 の第1号事件の原告らを

兼ねている。

l 佐 賀市

原    告

2 佐 賀市―

原    告

3 佐 賀市

原    告

原    告

4 佐 賀市

5 佐 賀市i

原    告

6 佐 賀市

原    告

7 佐 賀市オ

原    告

8 同 所同番同号

原    告

9 佐 賀市

原    告

10 佐 賀市
十

原    告
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11 佐 賀市

原    告

12 佐 賀市

原    告

13 佐 賀市

原    告

〔差戻前の平成11年 の第1号の原告ら〕

なお,番 号1～ 13の 原告らは,差戻前の平成 10年 9第 41号事件の原告らと同

一である。

1 佐 賀市
‐

原   告

, 2 佐 賀市!                          |

原    告

3 佐 賀市|

原    告

4 佐 賀市

原    告

5 佐 賀市
……

原    告

6 佐 賀市オ

原    告

7 佐 賀市   ~

原    告

8 同 所同番同号

原    告

9 佐 賀市'

-53-



A「‐

口原

10 佐 賀市

告原

_佐 賀市11             告

原

12 佐 賀市|

告原

13 佐 賀市

告原

14 佐 賀市
|

告原

15 佐 賀県

告原

16 佐 賀県

生
E l原

17 佐 賀市

告原

18 佐 賀県

告原

19 佐 賀市

告原

20 佐 賀県

岸
「l

∠

      原

21 佐 賀市

汁
E E

2      原

22  同 所同番地
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原    告

23 佐 賀市テ

原    告

24 同 所同番同号

原    告

25 佐 賀市
~

原    告

26 佐賀市i

原    告

27 佐賀市

原    告

28 佐賀市

) 原  告

29 佐賀市

｀
原    告

30 佐賀県神埼市‐

原    告

31 佐賀県軍誓!導‐       ~‐
原    告

32 同 所同番同号

原    告

33 佐 賀市

原    告

34 佐賀県多朱や

原    告

35 佐 賀市F

一　

　

　

ヽ
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原    告      、

36 佐 賀県神■!ii

原    告

37 佐 賀県神埼郡吉野ヶ里町千

原    告

38 佐 賀市北川高1町テ        _ _

原    告

39 佐 賀市

原    告

40 佐 賀市

原r   告

41 佐 賀市,          :

原    告

42 佐 賀市i

原    告

43 佐 賀市i

原    告

44 佐 賀市

原    告

45 佐 賀市

原    告

46 佐 賀市|

原    告

47 佐 賀市′

原    告

48 佐 賀市″
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原    告

49 同 所同番同号

原    告

50 佐 賀市

原    告

51 佐 賀市ブ

原    告

52 佐 賀県杵島郡江北町

原    告

53 佐 賀市諸富町

原    告

54 佐 賀市i

原    告

55 同 所同番同号

原    告

56 同 所同番同号

原    告

57 佐 賀市

原    告

58 佐 賀県小城市

原    告

59 同 所同番地

原    告

60 佐 賀市

原    告
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61 佐 賀市;

原    告

621佐 賀市
!

原    告

63 佐 賀市:

原    告

64 佐 賀市テ

原    告

65 佐 賀県三養基郡みやき町

原    告

66 佐 賀市i

原    告

67 佐 賀県小城市!

原    告

68 佐 賀市

原    告

69 佐 賀市:

原    告

70 佐 賀市丁

原    告

71 同 所同番同号

原    告

72 佐 賀県小城市f

原    告

73 佐 賀市

原    告
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74 佐 賀市

原
生
回

75 佐賀市

原    告

〔差戻前の両事件共通の原告ら訴訟代理人弁護士〕

全原告ら訴訟代理人弁護士

同

同

同

同

同

同

同

原告

同

(番号13),同

(番号19),国

(番号30),同 !

(番号37),同

(番号55),同 |

官

本

中

西

辻

稲

焼

浜

原

多

村

林

弘

大

日青

,瞳

津

山

田

―
番号17 ) ,

(番号2 9 ) ,同

A (番 号 3 3 ) ,

(番号5 0 ) ,同

(番号5 6 ) ,同

(番号65)を 除く全原告ら訴訟代理人弁護

子

己

(番号45)を 除く全原告 ら訴訟代理人弁護士

団    野 克

(番号9)を 除く全原告 ら訴訟代理人弁護士

〓ユロ　　　　一ノ↑

貞

“
俊
　
健
　
慶
　
泰
　
一向
　
敏

同

士

　

「 久力

-59-
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東島浩幸 (番号6)を除く全原告ら訴訟代理人弁護士

東   島    浩

〔差戻前の両事件共通の被告ら〕

佐賀市

被    告

佐賀市城内一丁目1番 59号

被    告

〔差戻前の両事件共通の被告ら代理人〕

幸

勇本井

事
　
康

矢県賀佐
　
古

宏
　
徳
　
一

被告両名訴訟代理人弁護士

同

同

被告両名訴訟復代理人弁護士

被告佐賀県知事指定代理人

同

同

同

安

青

井

安

吉

岸

ネ申

伊

永

山

寺

永

岡

)||

代

藤

隆

修

恵

克

文

芳

子

己

広

男

と
示

以  上
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食糧費等適正執行に関する対策

年月日等 標  題 容内

平成4 年2 月1 9 日

( 次長会議)

旅 費 の適正 な執

行等について

・旅行命令を厳正 に行 うこと。

平 成 7 年 9 月 2 0

日

総 務 部長通知

食糧費の適正な

執行 について

会議においては原民」昼食の提供はしない   て
懇談会等における県側出席者は相手方人数の範囲内

食糧費の支出の節減 に努める ( 下半期 3 0 % 削 減)

平 成 7 年9 月2 0

日

出納長

総務部長 通知

財務事務 に関す

る取扱要領 につ

いて ( 通知 ) の
一

部改正 について

食糧費の支出は、食糧としての経費のみに限る

食糧費のダ出限度基準における従来 の接待区分を廃

止 し、新たに支出基準を定めた

県側の人数を原則 として相手方と同数以下に制限

平成 7 年1 0 月3 0

日

総務部 長通知

食 糧 費 節 滅対 策

委員 会 設 置 につ

いて

各部局長からなる食糧費節減対策委員会を設置

各部局主管課課長補佐を節滅対策員に指定し、食糧

費の執行にあうては、全て合議を受ける。

平残 7 年 1 1 月1

日 総 務部長

出納局長 通知

食 糧 費 の執行 に

つ いて

会食の決裁を、当分の間部局長決裁とする。

平成 8 年3 月7 日

寓」知事通知

旅 費 の 適 正 な 執

行 につ いて

・職員旅費については 「佐賀県職員等 の旅費 に関す る条

例」 をはじめとす る関係諸規程に基 づ き、今後 ともヽ

旅費の厳正な執行 を期す こと。

平 成 8 年 1 0 月7

日

事 務 経 費適 正 化

推進 委 員 会 設 置

につ いて

・各部局長か らなる事務経費適正化推進委員会設置

各部局主管課課長補佐を事務経費適正化推進員に指

定

平 成 9 年 1 月2 4

日

総務部長 通知

食糧 費 の執行等

につ いて ( 通知 )

国等の職員との懇談会については、酒類を伴うもの

は実施しない

民間との酒類を伴う懇談会等にういて、特に必要性

が認められるものについて節度を守り実施する。

各種会議等は 「昼 ・夕食時」をできる限り避けると

ともに出席者 の範 囲 は必要最小限 とす る 。

平成 1 0 年7 月1 日

総 務部
! 長

出納 局長 通知、

事 務 処 理 の 適 正

化 につ いて

職員 の意識改革を徹底すること  '

事務経費については、その節減に努めるとともに、業

務の実態に則 し適切な予算執行を行 うこと。

公共事業等に係る事務費については、不要 となる.見込

みの場合は、工事費等への振替を進める こと。

事務経費にヽっいては、会計事務の公正な処理を確保す

る観点か ら、支払時期の平準化を図るな どt支 払時期

の適正化に努めること            _ _

平成 1 1 年6 月 1 8

日

総務 部長通知

旅 費 にお け る航

空賃 の 支給 方 法

等 につ いて

・航空運賃体系の多様化 に伴い、旅費 にお ける航行運賃

の支給方法等 について見直 しを行 い、実 費額の権認方

法について も一層の厳格化を行った。
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これは正本である。

平成 21年 1月 30日

佐賀地方裁判所民事部

裁判所書記官  福  田 昭
町
一忙
救
ぃ

撒
甑


